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序     文 
 

ウズベキスタン共和国では、1998年から保健制度改革が行われており、その中で、国民への医

療サービスの向上のためには医療従事者教育の高度化が主要な課題の一つであると認識されてい

ます。また、2007年に発布された大統領令でも保健制度改革の継続が確認されています。同国で

は1999年から看護教育制度改革が開始されており、その推進のために同国政府は、我が国に対し、

看護教育に係る支援を要請してきました。 

これを受けてJICAは、2004年７月より、医療専門高校において「利用者に寄り添う看護」の概
念に基づいた看護教育を導入することを目的とした技術協力プロジェクト「看護教育改善プロジ

ェクト」を実施してきており、同プロジェクトは、両国関係者の協力により、おおむね順調に進

捗してきました。 

今般、同プロジェクトの終了時評価を行うことを目的として、2008年12月に調査団を派遣し、

ウズベキスタン共和国政府および関係機関との間で、プロジェクトの進捗の確認と今後の方向性

に係る協議を行いました。 

本報告書は、同調査結果を取りまとめたものであり、今後のプロジェクトの展開に、更には類

似のプロジェクトに活用されることを願うものです。 

ここに、本調査にご協力をいただいた内外の関係者の方々に深い謝意を表するとともに、引き

続き一層のご支援をお願いする次第です。 

 

 平成21年４月 

 

独立行政法人国際協力機構 
 ウズベキスタン事務所長 江尻 幸彦 
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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ウズベキスタン共和国 案件名：看護教育改善プロジェクト 

分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：ウズベキスタン事務所 協力金額（総額）：約６億4,000万円 

先方関係機関：保健省、高等中等専門教育省 
協力期間 

2004年７月１日～ 
2009年６月30日（５年間） 日本側協力機関：大分県立看護科学大学 

１－１ 協力の背景と概要 
ウズベキスタン共和国（以下、｢ウ」国と記す）においては、1998年11月に出された大統領令

により、保健医療システムの改善の中で、医療従事者教育の高度化が重要な課題の一つであっ
た。「ウ」国が先進国の保健医療システムを分析した結果、専門的訓練を受けた看護師が国民の
医療に重要な役割を果たしていること、医療サービスの向上のためには、国際的水準の看護の
導入を通して、看護教育システムの改善が必要であることが明らかになった。看護教育改革の
一環として、「ウ」国保健省は、一般教育後の看護学校を３年制に統一、その後の専門教育機関
として３年制の看護学科を医科大学に併設、また2005年までに国内の看護学校のすべてをカレ
ッジ（職業高校）へ昇格させている。 
このような改革過程の中で、これまで看護分野において短期専門家派遣にて協力を実施してき

た我が国に対し、「ウ」国から看護教育および看護管理に関する協力が要請された。それに対し、
日本政府は、ウズベキスタン保健省および高等中等専門教育省をカウンターパート（C/P）機関と
して、2004年７月より５年間の予定で、「看護教育改善プロジェクト」を開始することとなった。 
 
１－２ 協力内容 
（１）上位目標 

全国の医療専門高校で「Client-Oriented Nursing；CON」に基づいた看護教育が行われる。 
 
（２）プロジェクト目標 

｢Client-Oriented Nursing」の原則に基づいた看護教育（学内教育／学外臨床教育）のモデ
ルが確立される。 

※CONとは、「利用者に寄り添う看護」のこと。すべての対象者（Client）にそれぞれのラ
イフサイクルステージ（小児期、思春期、成人期、高齢期等）の健康ニーズに沿った看
護・生活支援を提供すること。 

 
（３）成果 

・成果１：学内教育に「Client-Oriented Nursing」のコンセプトが導入される。 
‐成果１-１ ｢Client-Oriented Nursing」に基づいたカリキュラム案が作成される。 
‐成果１-２ ｢Client-Oriented Nursing」に基づいた教材が作成される。 
‐成果１-３ ｢Client-Oriented Nursing」に基づいた看護教育方法が教員に理解される。 

・成果２：モデル病院及びモデル校の主要実習病院・保健医療施設1で「Client-Oriented 

                             
1 モデル病院は「救急医療センター」、モデル校は「第一医療専門高校」、モデル校の基礎看護・成人看護実習は救急医療センターを
含めて12施設で行われた。 
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Nursing」に基づいた実習が導入される。 
・成果３：看護教育の基準（時間割及び教案プログラム）について提言する。また

「Client-Oriented Nursing」を全国の看護教育に導入するための基盤が整えられ
る。 

 
（４）投入（評価時点） 
＜日本側＞ 
・長期専門家  ５名 
・短期専門家 103名 
・研修員受入れ  39名 
・機材供与 305,541US$（約27,504.801千円） 
・ローカルコスト負担 641,803US$（約57,775.106千円） 

＜｢ウ」国側＞ 
・カウンターパート（C/P）配置６名 
・土地・施設提供ローカルコスト負担（看護教育センター改修費） 

 40,000US$（約3,600千円）（2008年12月時点：１US$＝90.02円） 
・看護教育センター運営費 14,836US$（2008年度） 

（20,213,000スム）（2008年12月時点：１US$＝1,362.43スム） 

２．評価調査団の概要 

日本側 

総括 竹本 啓一 
独立行政法人国際協力機構（JICA） 
人間開発部保健人材・感染症グループ保健人材課 課長 

特別顧問 草間 朋子 公立大学法人大分県立看護科学大学 学長 

看護教育 田村 やよひ 国立看護大学校 校長 

協力計画 神藤 はるか 
独立行政法人国際協力機構（JICA） 
人間開発部保健人材・感染症グループ保健人材課 職員 

事業監理 山崎 潤 
独立行政法人国際協力機構（JICA） 
ウズベキスタン事務所 所員 

評価分析 鈴木 修一 株式会社フジタプランニング 

調査者 

通訳 黒田 有里佳 財団法人国際協力センター（JICE） 

調査期間 2008年12月３日～12月24日 評価種類：終了時評価 

３．調査結果の概要 

３－１ 実績の確認 
（１）上位目標 

・指標：100％の医療専門高校で「Client-Oriented Nursing」に基づいた看護教育が2012年ま
でに開始される。 

・保健省は改善カリキュラムを2012年までに段階的に全国に導入することをめざしており、
既に保健省は2009年からの改善カリキュラムの全国展開のための準備を開始している
が、2012年までに実質的な全国展開を達成するには、保健省が指導者育成の確保や研修
等の相当な準備をする必要がある。 

 



iii 

（２）プロジェクト目標 
・指標：2009年に第一医療専門高校を卒業する学生の70％が「Client-Oriented Nursing」の理
解度テストに合格する。 
・学生への理解度テストの実施は2009年６月に実施予定であり、終了時評価時点で各成果
が予定どおり実施され、教員の理解、実習施設の整備が順調に進んでいることから、プ
ロジェクト目標は達成される見込みである。 

 
（３）成果 
＜成果１＞ 
学内教育に「Client-Oriented Nursing」のコンセプトが導入される。 
・指標1-1：2006年９月までに、保健省及び高等中等専門教育省の代表者が時間割（案）を
承認する。2008年９月までに、保健省の代表者が、第一医療専門高校を対象に作成され
た「Client-Oriented Nursing」に基づいた教案プログラム（案）を承認する。 
・指標1-2：2009年３月までに、第三者によって指導要領が承認される。 
・指標1-3：カウンターパート、実習担当教師、再教育メンバーの教師の８割が2009年３月
までに「Client-Oriented Nursing」理解度テストに合格する。 

・「Teaching Plan（時間割）」は2006年７月に、「Teaching Program（教案プログラム）」は2007
月12月までに「ウ」国政府に承認された。また、「指導要領」も「基礎看護」に関しては
教案プログラムと同時期に、「成人看護」は2008年２月に、その他５看護領域（老年・小
児・母性・地域・精神）は2008年10月にすべての指導要領が完成した。今後、指導要領
の客観的評価を保健省の医学教育開発センターに依頼する予定である。また、2008年12
月に実施した教員に対する理解度アンケートによると、半分以上の教師が目標の理解力
に達しており、成果１は達成する見込みである。 

＜成果２＞ 
モデル病院及びモデル校の主要実習病院・保健医療施設で「Client-Oriented Nursing」に基づ
いた実習が導入される。 
・指標：2009年６月までに、モデル病院及び実習病院で、臨床実習において、｢Client-Oriented

Nursing」に基づいた実習の以下の最低必要条件が満たされる。(1)実習開始前に、実習生
の８割に専任の指導者が配置される。(2)受持ち実習開始前に、実習生の８割に受持ち患
者が選択される。(3)実習生の８割が実習開始２日以内にカルテから情報を入手すること
ができる。(4)看護師長のいるカンファレンス実施率が８割である。 
・実習担当者が用いる「実習要綱」は全領域が終了時評価までに承認され、基礎看護実習
と成人看護実習は同年に実施されている。実習施設の準備状況は実習記録、担当教員へ
のインタビュー、プロジェクト関係者によるモニタリングから検証した結果、ほぼ適切
であることが確認されたため、達成する見込みである。 

＜成果３＞ 
看護教育の基準（時間割及び教案プログラム）について提言する。 
・指標：保健省が、2009年６月までにプロジェクトが準備する提言を受け入れる。 
・成果３は成果１および２の結果から導き出されるもので、終了時評価の段階では未着手
であるが、モデル導入学年での講義・演習・実習を通じてのフィードバックを反映し、
改定された基準をプロジェクト終了までにプロジェクトがまとめ、保健省側に提出する
予定である。 
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３－２ 評価結果の要約 
（１）妥当性 

本プロジェクトは、「ウ」国の「保健制度改革についての大統領令」に基づく看護教育制
度改革の一環として開始され、2007年に発布された大統領令にて保健制度改革の継続が確
認されている。「ウ」国の看護の課題として、患者の全体性に配慮した看護教育が求められ
ており、看護教育の現場、病院の現場、学生の興味としてCONへの関心も高いことが確認
された。また、日本にとっても保健医療分野のシステム改善として「ウ」国に対する援助
重点分野に含まれており、これに看護教育は当てはまる。したがって妥当性は高い。 

 
（２）有効性 

本プロジェクトは順調に進捗しており、終了時評価の時点でCONのコンセプトに基づく
看護教育が適切に実施されていることが確認されたことから学生の卒業時点である2009年
６月にプロジェクト目標の学生の理解度は目標を達成することが見込まれるため有効性は
高い。 
また外部条件として中等教育の義務教育化に伴う学生数の大幅増加が発生し、教育の質

が下がることが懸念されていることは中間評価時にも指摘され、保健省、第一医療専門高
校ならびにプロジェクトに影響が出ないよう努力した。 

 
（３）効率性 

このプロジェクトは、多数の専門家（５名の長期および103名の短期専門家、および「ウ」
国側関係者）の参加、CONという新しい概念の導入のために翻訳・通訳業務に多大な投入
が必要であったが、プロジェクト自体が翻訳・通訳者を育成し、効率的な技術移転（より
的確な翻訳・通訳）を可能にした。 
一方、数カ月単位で「ウ」国に派遣されるタイプの「中期派遣専門家」が４名派遣され

ることとなり、長期派遣専門家の負担の軽減、短期派遣専門家では対応しきれなかった指
導などプロジェクトの業務を円滑に実施することが可能となった。 

 
（４）インパクト 

１）上位目標の達成見込み 
保健省は改善カリキュラムを2012年までに段階的に全国に導入することをめざしてお

り、既に保健省は2009年からの改善カリキュラムの全国展開のための準備を開始してい
るが、2012年までに実質的な全国展開を達成するには、保健省が指導者育成の確保や研
修等の相当な準備をする必要がある。 
またプロジェクトが作成した改善カリキュラムを承認された１カ月後（2006年８月）

に、保健省は改善カリキュラムとほぼ同じ内容のカリキュラム（適応カリキュラム）を
承認、導入している。本適応カリキュラムは改善カリキュラムを導入しやすいよう、保
健省が作成したものである。 

２）正のインパクト 
セミナー等を通じて全国の病院の看護師、医療専門高校の教員の間でCONの関心が高

まった。ただし全国の病院、医療専門高校でのCONの実践は今後行われる予定である。 
３）負のインパクト 

モデル校の生徒数が急増したため、保健省の指導で優先的に実習施設に受け入れても
らうこととなり、実習病院にとって他の医療専門高校と実習生徒の調整が負担となった。 
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（５）自立発展性 
本プロジェクトの便益を自立的に発展させて行く上で、看護教育センターの機能を維持

するための方策をとる必要性は中間評価でも指摘され、終了時評価時点で、保健省は看護
教育センターを「看護教員資格向上（再教育）センター」として第一医療専門高校内に存
続させる意向が示された。しかし現段階では改善カリキュラムを実施するための医療専門
高校の資機材整備は新設校においては十分とはいえない。 

 
３－３ 効果発現に貢献した要因 
（１）計画内容に関すること 

１）セミナーの参加者が多数にのぼり、本来のターゲットグループを超えた活動という側
面がある一方、コンセプトがより多くの関係者によって認知されるという観点では、初
期のセミナー開催は重要な役割を果たしていた。 

 
（２）実施プロセスに関すること 

１）大半のカウンターパートは第一医療専門高校での教員時代に比べて給与が下がったに
もかかわらず、高いモチベーションを維持してプロジェクト活動に参加していた。また
日本人専門家もカウンターパートの能力向上のために土日も費やして指導に当たった。 

２）テレビ会議の活用が多数の関係者の関与を促進し、遠隔地の連絡を容易にした。 
 
３－４ 問題点および問題を惹き起した要因 
（１）計画内容に関すること 

１）事前評価時は長期専門家３名で計画されていた作業は、実際はワーキング･グループの
膨大な活動が必要であり、初期の人選の遅れによるチーフ･アドバイザー不在が、業務の
進行を遅らせた。また計画時よりも日本側関係者の関与が大きくなったことから翻訳業
務が増大した。 

２）専門用語に関して、日本側・｢ウ」国側の認識の違いがあった。また専門用語を通訳・
翻訳できる人材が「ウ」国にいなかったことからプロジェクトが養成しなければならな
かった。 

 
（２）実施プロセスに関すること 

１）多数の関係者が関与することにより、意思決定および報告・連絡・相談の煩雑さなど
の短所が見られた。 

２）モデル校の学生数の予想を超えた増加により、当初予定していたモデル病院以外にも
実習施設を準備する必要があった。 

 
３－５ 結 論 
本プロジェクトは「利用者に寄り添う看護：CON」のコンセプト普及を医療専門高校の看護

教育課程の改善を通じてめざしたが、専門領域に細分化された作業や翻訳・通訳コストは、活
動開始当初に予想されたよりも多く、期間を重ねるごとに投入量が増加した。また開始当初の
チーフ･アドバイザーの不在により、日本国内の支援組織に多大な協力を得る必要があった。 
その後中間評価を経て、「中期派遣専門家」が派遣されるなどにより、JICAの技術協力の特徴

である「顔の見える協力（現地に派遣された専門家が直接かつ継続的に指導すること）」が強化
され、「ウ」国側のCONに対する理解、本プロジェクトの実施プロセスの理解も深まった。 
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今後、改善カリキュラムの全国展開は、「ウ」国の自主的な活動により段階的に実施される道
程が示され、看護教育センターの機能存続も決定しており、プロジェクトが終了してもプロジ
ェクトが生み出した成果・便益は、継続して活用・展開すると考えられる。 
 
３－６ 提 言（当該プロジェクトに関する具体的な措置・提案・助言） 
プロジェクト目標が予定どおり達成されることが見込まれること、上位目標達成への道筋が

明確であること、看護教育センターの今後の在り方が示されたことから、プロジェクトは予定
どおり2009年６月に終了することが望ましい。 
（１）プロジェクトは教員、学生ならびに実習施設の指導者のCONに関する理解度アンケート

を継続的に実施し、看護教育センターの機能を拡大し、全国展開に資するよう、「ウ」国関
係者との連携の強化を図ることが望ましい。 

（２）「ウ」国に対しては、看護教育センターが自主的な機能強化を継続的に図るよう、既存の
看護教員資格向上センターとの業務連携やプロジェクトからの技術移転を促進する必要が
ある。また 看護教育センターの現在の機能だけでは必ずしも十分とはいえないので、人的
および財政的強化を図る必要がある。 

（３）JICAウズベキスタン事務所は保健省と共同し、看護教育センターの運営状況を継続的に
モニターするとともに、「ウ」国の教員の資格向上、再教育ならびに高等教育に対する協力
の在り方を検討することが望まれる。 

 
３－７ 教 訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実

施、運営管理に参考となる事柄） 
（１）事前評価時時における計画 

本案件では、CONというコンセプトを移転することを目的としており、それは言語によ
る伝達しか手段がなく、言語的解釈の正確性が重要であるにもかかわらず、その伝達手段
に関する検討、通訳や翻訳の重要性が検討されていなかった。また国家の制度改革を３名
の長期専門家を中心に達成することは困難な計画であった。よって事前評価時に詳細な現
状分析と目標到達プロセスの共有を図り、より適切な投入、活動計画を概算する必要があ
る。 

 
（２）チーフ･アドバイザーの役割 

チーフ･アドバイザーはJICAの技術協力プロジェクトの現場責任者であり、先方への日本
の技術協力形態の理解促進、良好な人間関係の構築など日本側と先方を結ぶ重要な役割を
担っている。よってチーフ･アドバイザーの派遣後、プロジェクトが実施されることが望ま
しい。 
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Summary 
 

1. Outline of the Project 

Country：Republic of Uzbekistan Project title：Nursing Education Improvement Project 

Issue/Sector：Health / Medical care Issue/Sector：Technical Cooperation 

Division in charge：Uzbekistan Office Total cost：640 million yen 

Partner Country’s Implementing Organization ：

Ministry of Health (MOH) 
Ministry of Higher and Secondary Specialized Education 
(MOHSSE) 

Period of 

Cooperation 

1/ July/ 2004 -  
30/ June/ 2009 (5 years) 

Supporting Organization in Japan：Oita University of 
Nursing and Health Sciences 

1-1. Background of the Project 
In the Republic of Uzbekistan (hereinafter referred to as “Uzbekistan”), higher education for medical 

personnel was one of the important issues in improvement of health system by decree of the President at 
November 1998. Through the analysis of health system in developed countries, the Government of 
Uzbekistan recognized that technical trained nurses have important roles for national health and 
improvement of nursing education system is necessary to enhance the medical services through the 
innovation of international standard nursing. The Ministry of Health of Uzbekistan (hereinafter referred to 
as “MOH”) has been introducing an improvement of nursing education system. As a part of the 
improvement, all medical institutions changed into three–year medical colleges by 2005 and also a faculty 
of nursing (three years) was established as an annex of a faculty of medicine of an university as advanced 
training after medical college. 

In these circumstances, Uzbekistan requested technical cooperation on nursing education and nursing 
management to the Government of Japan, which had conducted technical assistance by  dispatching 
short-term experts in the nursing fields. The Government of Japan commenced “Nursing Education 
Improvement Project” (hereinafter referred to as “the Project”) for five years from July 2004 with MOH and 
Ministry of Higher and Secondary Specialized Education in Uzbekistan (hereinafter referred to as 
“MOHSSE”) as counterpart organizations. 
 
1-2. Project Overview 

(1) Overall Goal 
Nursing education, based on “Client-Oriented Nursing (hereinafter referred to as CON)”, is innovated in 
medical colleges throughout the country. 
 

(2) Project Purpose 

An educational model based on “Client-Oriented Nursing” is established. 
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(3) Outputs 
- Output 1  Concept of “Client-Oriented Nursing” is introduced into in-school education at First Republic 

Medical College (hereinafter referred to as FRMC). 
- Output 1-1 Teaching Plan and Teaching Program based on “Client-Oriented Nursing” for FRMC are 

approved by ministries of health and higher and secondary specialized education. 
- Output 1-2 Teaching guidelines for seven subjects are prepared based on “Client-Oriented Nursing”. 
- Output 1-3 Teaching method of “Client-Oriented Nursing” is understood by the nursing teachers. 

- Output 2 CON practice teaching is introduced in the model hospital. 
- Output 3 Standard of nursing education (Teaching Plan and Teaching Program) is proposed. 
 

(4) Inputs (At the timing of Terminal Evaluation) 
Japanese Side 
Long-term Expert: 5 persons, Short-term Expert: 103 persons, Training in Japan: 39 persons, Equipment: 
US$305,541（27.5 million yen, Local Cost: US$641,803（57.8 million yen） 
Uzbekistan Side 
Counterpart: 6 persons,  Land and Facility, Local Cost（Renovation of NEC）: 40,000US$（3.6 million 
yen）, Operation Cost of NEC: US$14,836 (20,213,000 sum) 
（According to the JICA official rate, December 2008: US$=90.02 yen=1,362.43sum） 

2. Evaluation Team 

Members of 

Evaluation 

Team 

Japanese Side 

Mr. Keiichi TAKEMOTO, Leader, Director, Health Human Resources Division, Health 
Human Resources and Infectious Disease Control Group, Human Development 
Department, JICA 

Dr. Tomoko KUSAMA, Special Advisor, President, Oita University of Nursing and Health 
Sciences 

Dr. Yayoi TAMURA, Nursing Education, President, National College of Nursing, Japan 
Ms. Haruka SHINDO, Cooperation Planning, Health Human Resources Division, Health 

Human Resources and Infectious Disease Control Group, Human Development 
Department, JICA 

Mr. Jun YAMAZAKI, Operation Management, Representative, JICA Uzbekistan Office 
Mr. Shuichi SUZUKI, Evaluation, Fujita Planning Co.,Ltd 
Ms. Yurika KURODA, Interpreter, Japan International Cooperation Center 
Uzbekistan Side 

Ms. Alimova Matlyuba, Head of education department, MOH 
Ms. Nazarova Salima, Department of Human Resource, Medical Educational Facilities and 

Science, MOH 
Ms. Salikhodjaeva Rikhsi, Chief Specialist on Nursing Education, MOH 

Period of 

Evaluation 

3/ Dec./ 2008 – 24/ Dec. 2008 Type of Evaluation：Terminal Evaluation 
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3．RESULTS OF EVALUATION7 

3-1. Achievements 

(1) Outputs 

Output 1  Concept of “Client-Oriented Nursing” is introduced into in-school education at FRMC. 
- Objective Verifiable Indicators: 1-1-1. Authorized persons of MOH and MOHSSE sign to approve the 

draft Teaching Plan by September 2006. 1-1-2. Authorized persons of MOH sign to approve the draft 
Teaching Program based on “client-oriented nursing” for the FRMC by September 2008. 1-2. Teaching 
guidelines are accredited through the third party by March 2009. 1-3. 80% of C/P staff, teachers of nursing 
practice teaching and re-training members of FRMC pass the comprehension test on client-oriented 
nursing based on the teaching guideline by March 2009. 

- Achievements: Teaching Plan was approved by MOHSSE in July 2006. Teaching Programs of the all seven 
subjects were approved by December 2007. Teaching Guidelines of “Fundamental Nursing” was 
completed at same time with Teaching Program, and the one of “Adult Health Nursing” was completed in 
February 2008, and the other 5 subjects (Gerontological Nursing, Child Health Nursing, Maternal Health 
Nursing, Community Health Nursing, Psychiatric Nursing) were completed in October 2008. The 
guidelines are going to be evaluated by the Center of Medical Education Development under MOH. 
According the questionnaire survey to the teachers which was carried out in December 2008, over the half 
of the teachers reached expected level of CON knowledge and the indicator of the output 1-3 will be 
attained as planned. 

 
Output 2  CON practice teaching is introduced in the model hospital. 
- Objective Verifiable Indicators: The following minimum requirements of CON practice are fulfilled in the 

clinical practices at model hospital and FRMC’s practice hospitals by June 2009. (1)The health facilities 
assign suitable nurses for 80% of students in clinical practice by beginning of practicing. (2)To prepare 
patients who will be attached to 80% of students by beginning of practicing. (3)80% of students can obtain 
information from patient’s record and also during nursing process within first 2 days of practice period. 
(4)80% of conference with head nurse is conducted. 

- Achievements: Practice Programs of the all 7 subjects were approved before the terminal evaluation. After 
the guidelines were completed, seminars for person in-charge of clinical practice at the hospital were 
conducted. Then, the clinical practice of “Fundamental Nursing” and “Adult Health Nursing” have been 
implemented in 2008. The readiness of the hospitals for clinical practice was confirmed appropriate based 
on four view points such as assignment of suitable nurses, preparation of Attending Nursing System, 
information from patient’s record and conference with head nurse through review of clinical practice 
record of students, interviews to clinical practice teachers and monitoring by the Project. The result of the 
survey described that all hospitals were almost appropriate. 

 
Output 3  Standard of nursing education (Teaching Plan and Teaching Program) is proposed. 
- Objective Verifiable Indicators: MOH accepts the proposal prepared by the project by June 2009. 
- Achievements: It has not been started yet at the timing of terminal evaluation but it will be submitted to 

MOH by the Project before June 2009. The contents of the proposal will be compiled to reflect the 
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feedback from the lecture, nursing practice in school and clinical practice in FRMC and Model Hospitals. 
 
(2) Project Purpose 
An educational model based on “Client-Oriented Nursing” is established. 
- Objective Verifiable Indicators: 70 % of graduates of FRMC in 2009 pass a comprehension test on 

client-oriented nursing. 
- Achievements: The comprehension test about CON for the students will be implemented in June 2009 as 

planned. Since the progress of each output such as the comprehension of the teachers and establishment of 
the facilities for clinical practices is on the schedule, project purpose will be attained successfully. 

 
(3) Overall Goal 

Nursing education, based on “Client-Oriented Nursing (hereinafter referred to as CON)”, is innovated in 
medical colleges throughout the country. 
- Objective Verifiable Indicators: 100 % of medical colleges starts the education based on “client-oriented 

nursing” by 2012. 
- Achievements: It was confirmed that MOH intends to disseminate CON education step by step from 2009 

to 2012. Since there are not enough skilled trainers for the upgrading of nursing teachers, MOH has to take 
a lot of effort to secure the number of skilled trainers to attain the substantial dissemination of CON 
education. 

 
3-2. Summary of Evaluation Results 
(1) Relevance 
The Project started as a part of “nursing education reform” under “Presidential Decree about National 
Program of Reforming the Health Care System of the Republic of Uzbekistan”. Afterwards, the continuation 
of health sector reform was confirmed by a new decree issued in 2007. 
In the Country Strategy of JICA, since health sector is one of the most important sectors in the important 
supporting field of “Social Sector Restructuring” that the Project and health reform program are 
implemented under the same strategy as of the commencement of the Project.  
As issues of nursing in Uzbekistan, to have the patients in mind is not considered as priority for nurses in the 
conventional nursing education.. Therefore, nursing education, which is oriented to totality of a patient, is 
required. Medical colleges, hospitals and students show great interest on CON. Therefore, the relevance of 
the Project is high. 
 
(2) Effectiveness 
The Project is progressing as scheduled and the nursing education based on CON has been implemented 
appropriately. Therefore, project purpose of which the comprehension of the students in the indicator is 
expected to be attained. It can be said that the effectiveness is high. It was mentioned as an important 
assumption at the mid-term evaluation that the number of students in FRMC was unexpectedly increased as 
secondary education has become compulsory and that its increment might be one of the causes to worsen the 
quality of education. MOH ,FRMC and the Project took much effort to minimize the influence from the 
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issue. 
 
(3) Efficiency 
Since the Project introduces new concept such as CON, the Project required the involvement of a large 
number of personnel, both Uzbekistan side and Japanese side (e.g. 5 long-term and 103 short-term experts) 
and enormous inputs for interpretation and translation. Through fostering interpreters and translators in the 
Project itself, effective technical transfer became possible by more accurate translation and interpretation. 
On the other hands, the Japanese experts dispatched for several months at one time (Mid-term experts), have 
made possible smooth implementation of the Project, especially by reducing the burden of long-term experts 
and doing follow-up of the work of short-term experts. 

 
(4) Impact 

1) Prospect of achievement of the Overall Goal 
MOH intends to disseminate CON education step by step from 2009 to 2012. Since there are not enough 
skilled trainers for the upgrading of nursing teachers, MOH has to take a lot of effort to secure the number 
of skilled trainers to attain the substantial dissemination of CON education. 
One month after the improved Teaching Plan developed by the Project was approved (August 2006), 
MOH submitted the adopted Teaching Plan, which might have been developed based on the improved 
Teaching Plan. The adopted Teaching Plan was developed by MOH to facilitate smooth installation of the 
improved Teaching Plan. 
2) Positive impacts 
Nurses in hospitals and teachers in medical colleges through out the country have become interested in 
the concept of CON through the seminars and the other Project activities. Even though nursing education 
in Uzbekistan is directed to install CON concept, practice of CON in the hospitals and medical colleges 
nationwide will be implemented from now on. 
3) Negative impacts 
Because of the increasing number of students of the FRMC, MOH ordered that clinical practice of the 
students of FRMC should be prioritized. Therefore, coordination between students from FRMC and other 
medical colleges was burden of the hospitals for clinical practice. 

 
(5) Sustainability 
It was recommended at the mid-term evaluation that in order to develop the Project achievements  after the 
termination of the Project, necessary measures to sustain the function of Nursing Education Center 
(hereinafter referred to as NEC) should be taken. At the timing of terminal evaluation, MOH intends to 
maintain NEC in FRMC as an independent organization named “Nursing Teachers Upgrading (Re-training) 
Center”. 
However, the equipment for CON education in newly established medical colleges is not sufficient to 
implement the improved Teaching Plan. 
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3-3. Factors that have promoted project 
(1) Regarding Planning  

1) As the participants were exposed to CON concept, the seminars in early stage of the Project had one of 
the important roles, although huge number of participants joined the seminar and even those who were 
not supposed to be among the target group also participated. 

 
(2) Regarding Implementation process 

1) The Project C/Ps maintained high motivation to improve nursing education in Uzbekistan even though 
the salary for their work in NEC is less than the salary they received when working in FRMC. 
Japanese experts are also working hard also on weekends to develop C/P and teachers’ capacity. 

2) Video conference promoted involvement of the numerous participants makes communication easier for 
people concerned who are in remote areas. 

 
3-4. Factors that have inhibited project 
(1) Regarding Planning 

1) Though in preparatory study, it was considered that three long-term experts were enough inputs to 
revise the curriculum, a huge amount of work for WG members to revise the curriculum was necessary 
in fact. And absence of Chief Advisor at early stage is one of the causes of the delays of various 
activities. Moreover, burden of the interpretations and translation to Russian and Uzbek Languages 
became heavier than planned because participation of Japanese side has been increased comparing to 
planned participation. 

2) It was confirmed in the mid-term evaluation that some technical terms were understood differently 
between both sides. Since there was no interpreter or translator between Japanese and Russian 
Languages in Uzbekistan, who well understand technical terms in medical and nursing fields, the 
Project itself had to train the interpreters and translators. 

 
(2) Regarding Implementation process 

1) Involvement of numerous participants complicated the process of decision-makings, reporting, 
communication and consulting. 

2) Unexpected increase of students in the FRMC required the Project to prepare additional hospitals for 
clinical practice other than planned model hospital. 

 
3-5. Conclusions 

The Project intended to attain the dissemination of CON concept through improvement of Teaching Plan, 
Teaching Program, Teaching Guideline and Practice Program of nursing education course in medical 
college. Since the workload of the Project was underestimated in the initial plan and the input for the Project 
has been increased gradually. By the absence of Chief Advisor at early stage, the Project needed to increase 
assistances from the supporting organization in Japan for the Project implementation. After the mid-term 
evaluation, and especially by dispatching “mid-term experts” the Project strengthened the process of 
technical cooperation with more direct and continuous cooperation in the field by the expert; This is a 
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characteristic of JICA’s technical cooperation. Then Uzbekistan side deepened the understanding, of the 
CON and Project implementation process. 
Since the roadmap to disseminate improved curriculum through the activities of Uzbekistan side have been 
clarified and continuation of NEC is already decided, the benefits and outcome produced by the Project will 
be utilized and developed continuously even after the completion of the Project. 
 
3-6. Recommendations  
It is recommended that the Project will be completed in June 2009 as planned. The reason of the 
recommendation is followings; Project Purpose will be attained as planned, the roadmap to attain overall 
goal was shown clearly and sustainability of NEC has been also clarified. 
(1) The Project is recommended to continue comprehensive questionnaire of CON to teachers,  students, 

and in-charge of clinical practice in the medical facilities. It is also recommended that the Project shall 
implement technical transfers to Uzbekistan side to strengthen the function of NEC for the nationwide 
dissemination with the reinforcement of relationship with Uzbekistan side. 

(2) It is recommended that NEC shall promote technical transfer from the Project for the continuous 
self-enhancement of its function with good collaboration with other nursing teacher upgrading centers. 
The present capacity of NEC is not so strong as MOH and MOHSSE could implement the dissemination 
of the integrated curriculum autonomously. Therefore, the human resource management and financial 
capacity of NEC should be enhanced. 

(3) It is preferable that JICA Uzbekistan Office shall monitor the administration of NEC continuously in 
collaboration with MOH after the completion of the Project. Moreover, it is also preferable to consider a 
possibility of the cooperation regarding the upgrading or re-training of nursing teachers, and the higher 
nursing education. 
 

3-7. Lessons Learned 

(1) Planning at preparatory study 

The project objective is to innovate of the concept of CON. Though there is no measure to innovate except 
language and language interpretation should be accurate, it is not concerned how to transfer and importance 
of the interpreters and translators. And the plan to renovate the national policy for nursing education by 
three long-term experts has been too difficult. Therefore, in the preparatory stage, appropriate inputs and 
action plan shall be estimated based on the detail analysis of the present situations and share of the road map 
to the goal.  
 
(2) Role of chief advisor  
Chief advisor is a responsible person in the field of technical cooperation by JICA and has important roles to 
coordinate between Jana side and recipient side such as promoting the technical cooperation scheme by 
JICA into people concerned of recipient side, building good relationship with them and so on. Therefore, the 
chief advisor shall dispatch before the commencement of the project. 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の目的 

ウズベキスタン共和国（以下、｢ウ」国と記す）においては、1998年11月に出された大統領令に

より、保健医療システムの改善の中で、医療従事者教育の高度化が重要な課題の一つであった。

「ウ」国が先進国の保健医療システムを分析した結果、専門的訓練を受けた看護師が国民の医療

に重要な役割を果たしていること、医療サービスの向上のためには、国際的水準の看護の導入を

通して、看護教育システムの改善が必要であることが明らかになった。看護教育改革の一環とし

て、「ウ」国保健省は、一般教育後の看護学校を３年制に統一、その後の専門教育機関として３年

制の看護学科を医科大学に併設、また2005年までに国内の看護学校のすべてをカレッジ（職業高

校）へ昇格させている。 

このような改革過程の中で、これまで看護分野において短期専門家派遣にて協力を実施してき

た我が国に対し、「ウ」国から看護教育および看護管理に関する協力が要請された。それに対し、

日本政府は、ウズベキスタン保健省および高等中等専門教育省をカウンターパート（Counterpart：
C/P）機関として、2004年７月より５年間の予定で、「看護教育改善プロジェクト」を開始するこ
ととなった。 

2009年６月30日の本プロジェクトの終了に先立ち、プロジェクトの活動の実績、成果を評価し、

今後の類似事業の実施に当たっての教訓を導くことを目的として、本終了時評価調査団を派遣し

た。 

 

１－２ 調査団の構成 

担当 氏名 所属 

総括 竹本 啓一 独立行政法人国際協力機構（JICA） 
人間開発部保健人材・感染症グループ保健人材課 課長 

特別顧問 草間 朋子 公立大学法人大分県立看護科学大学 学長 

看護教育 田村 やよひ 国立看護大学校 校長 

協力計画 神藤 はるか 独立行政法人国際協力機構（JICA） 
人間開発部保健人材・感染症グループ保健人材課 職員 

事業監理 山崎 潤 独立行政法人国際協力機構（JICA） 
ウズベキスタン事務所 所員 

評価分析 鈴木 修一 株式会社フジタプランニング 

通訳 黒田 有里佳 財団法人国際協力センター（JICE） 
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１－３ 調査日程 

2008年12月３日（水）より24日（水）までであり、詳細は以下のとおりである。 

 

日順 月日 曜日 時間 日程 

１ 12月３日 水  ◇評価分析および通訳団員：成田発14:15（JL953） 

 タシケント着01:55（ソウル発HY514） 

09:30 JICAウズベキスタン事務所打ち合わせ 

11:00 
保健省（保健省看護管理局、人材・科学・教育局への評価概要説明・聞

き取り） 

２ 12月４日 木 

16:00 第一医療専門高校／看護教育センターにてC/Pへの聞き取り 

３ 12月５日 金 終日 
第一医療専門高校／看護教育センターにてC/P、WGメンバー、再教育教

員への聞き取り 

４ 12月６日 土  質問票の翻訳・分析 

５ 12月７日 日  質問票の翻訳・分析 

６ 12月８日 月 09:00 プロジェクト専門家への聞き取り 

10:00 高等中等専門教育省表敬・聞き取り 

11:40 
第一医療専門高校／看護教育センターにてモデル校校長・C/P、WGメン

バー、再教育教員への聞き取り 
７ 12月９日 火 

18:00 青年海外協力隊への聞き取り 

11:00 救急医療センターWGメンバーへの聞き取り 

12:20 保健省看護専門官への聞き取り 
８ 12月10日 水 

14:00 
WGメンバーへの聞き取り（ボロウスキ医療専門高校／ツルスホジャエ

ワ医療専門高校） 

11:30 カリキュラム委員への聞き取り（タシケント医科アカデミー） 

14:00 WGへの聞き取り（タシケント市第２周産センター） ９ 12月11日 木 

15:40 再教育教員への聞き取り（第一医療専門高校） 

11:00 JICAウズベキスタン事務所への聞き取り 
10 12月12日 金 

15:00 救急医療センター副院長への聞き取り 

11 12月13日 土  調査結果の取りまとめ（中間） 

 調査結果の取りまとめ（中間） 

12 12月14日 日 
 

◇総括団員・協力計画団員到着：成田発12:55（KE702）→タシケント着

20:20（ソウル発KE941） 

13 12月15日 月 終日 
JICAウズベキスタン事務所にて中間結果団内協議、プロジェクト専門家

との協議 

10:00 救急医療センター院長との協議 

12:00 看護教育センター・第一医療専門高校 校長との協議 

17:00 在ウズベキスタン日本国大使館表敬 

14 12月16日 火 

 
◇特別顧問団員到着：福岡発11:50（OZ131）→タシケント着21:10（ソ

ウル発OZ573） 
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◇看護教育団員到着：成田発13:30（OZ101）→タシケント着21:10（ソ

ウル発OZ573） 

09:00 JICAウズベキスタン事務所にて団内協議 

15:00 保健省表敬・協議 15 12月17日 水 

17:00 高等中等専門教育省表敬・協議 

11:00 
保健省・高等中等専門教育省との合同協議（評価レポート案、M/M案の

説明・協議） 16 12月18日 木 

16:00 実習病院（TAPOICH）視察 

10:30 看護教員資格向上センター視察 
17 12月19日 金 

PM JICAウズベキスタン事務所にて取りまとめ作業（評価レポート、M/M案） 

18 12月20日 土  取りまとめ作業（評価レポート、M/M案） 

19 12月21日 日  取りまとめ作業（評価レポート、M/M案） 

12:30 保健省にてM/M署名 

16:00 JICAウズベキスタン事務所報告 20 12月22日 月 

17:30 在ウズベキスタン日本国大使館報告 

15:30 対外経済関係投資貿易省表敬 
21 12月23日 火 

 タシケント発22:30 （OZ574）→ 

22 12月24日 水  →成田着13:40 （特別顧問団員は福岡着14:30） 

 

１－４ 主要面談者 

＜｢ウ」国側＞ 

（１）保健省（Ministry of Health：MOH） 
Feruz G. Nazirov 大臣 

Nodir Utkurovich Sharapov 副大臣／プロジェクト･ダイレクター 

Shukhrat E. Atakhanov 人材・科学・教育局 局長／プロジェクト･マネージャー 

Matlyuba Kh. Alimova 人材・科学・教育局 課長／プロジェクト･マネージャー 

Salima K. Nazarova 人材・科学・教育局 主任／プロジェクト･マネージャー 

Rihsi K. Salihodjaeva 主任看護専門官，看護協会 会長 

Abdunamon E. Sidikov 対外経済協力局 局長 

 

（２）高等中等専門教育省（Ministry of Higher, Secondary and Specialized Education：MOHSSE） 
Sattarov Zafar Murodovich 第一副大臣／中等専門教育センター 所長 

Galina F. Goleva 中等専門教育センター 上級専門官 

 

（３）対外経済関係投資貿易省（Ministry of Foreign Economic Relations, Investments and Trade） 
Shokhrukh Y. Sulaymanov 情報分析総局アジア太平洋課長 

 
（４）共和国第一医療専門高校（First Republican Medical College：FRMC） 

Mavluda F. Ziyaeva 校長／看護教育センター センター長  

Kamola Zokirova 副校長（教育担当） 
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Saodat A. Mirzaeva 副校長（実習担当） 

Feruza Suvankulova 教官 

Feruza Sharifkhodjaeva 教官 

Nigora Ergasheva 教官 

Feruza Aikhodjaeva 教官 

Umida Ergasheva 教官 

Shokhida Pulatova 教官 

 

（５）看護教育センター（Nursing Education Center：NEC） 
Shoira Iskhakova 母性看護担当 

Sabohat Zuparova 基礎看護担当 

Zaripa Mirzayusupova 地域看護担当 

Zakhida Yunusdjonova 精神看護・老年看護担当 

 

（６）セルゲリ医療専門高校（Sergeli Medical College） 
Sevar Khudayberganova 小児看護担当 

 

（７）ツルスンホジャエバ医療専門高校（Tursunkhodjaeva Medical College） 
Dildar Kasimova 教官 

 

（８）バロスキ医療専門高校（Barovskii Medical College） 
Lutofi Yusupova 校長 

Khayot Samykhamedova 副校長 

Olga Tokacheva 教官 

Ulmas Mamadalieva 教官 

 

（９）タシケント医学アカデミー（Tashkent Medical Institute） 
Shoira Babajanova 教授（血液学） 

 

（10）看護教員資格向上センター （The Center of Qualification Improvement） 
Ravshan Johongirovich Usmanov センター長 

 

（11）共和国救急医療センター（Republican Research Center of Emergency Medical Care：RCEM） 
Abdukhakim Muminovich Khajibaev 院長 
Elena Mikhailovna Borisova 副院長（医療担当） 

Turakul Sadikovich Arzikulov 副院長（広報担当） 

Ele Grachevna Khachaturian 副院長（看護担当） 

Anjelika Tukhvatulina 看護副部長 
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（12）市立第二周産期センター 

Vera Karaulova 上級助産師 

 

（13）タシケント市第４エルガシェフ病院（TAPOICHI） 
Husniddin Nasriddinov 院長 

Shoira Alimova 看護部長 

 

＜日本側＞ 

（１）在ウズベキスタン日本国大使館（Embassy of Japan） 
平岡 邁 特命全権大使 

茶山 比呂司 一等書記官 

外山 光弘 一等書記官 

 

（２）JICAウズベキスタン事務所（JICA Uzbekistan Office） 
江尻 幸彦 所長 

山崎 潤 所員 

園山 由香 所員 

Bakhodir Rakhimov 在外専門調整員 

 

（３）看護教育改善プロジェクト（Nursing Education Improvement Project） 
菊池 志津子   チーフア･ドバイザー 

稲荷 陽子     看護教育 

飯塚 昌     業務調整 

松永 匡恵 実習環境整備・指導 

 

１－５ 評価手法 

 １－５－１ 合同評価 

本プロジェクトの評価は日本側、「ウ」国側の評価メンバー10名が合同で実施した。具体的に

は調査そのものは日本側調査団主導で実施し、両者が調査結果を検討し、最終的な評価報告と

した。 

 

 １－５－２ 評価手順 

 （１）評価設問を設定する。評価設問は評価５項目（後述）を基にして検討された評価のため

の要確認事項であり、評価グリッドに示されている。（評価設問は評価中でも改訂、増減さ

れた） 

 （２）必要な情報・データや収集手段を検討した。これらも評価グリッドに示されている。（同

様に評価中でも改訂、増減された） 

 （３）評価グリッドに基づき、必要な情報・データを収集する。 

 （４）評価５項目（後述）の視点から、プロジェクトの実績と計画を比較する。 

 （５）評価５項目の各視点に基づく評価結果を検討する。 
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 （６）評価の目的に照らし合わせて、評価結果をまとめる。 

 （７）提言および教訓をまとめる。 

 

 １－５－３ プロジェクト･デザイン･マトリックス（Project Design Matrix：PDM）の修正につ
いて 

本プロジェクトはPDM Ver.1に基づき、2004年７月より５年間の予定で実施されている。PDM
は、中間評価の時点で、PDM Ver.2として改訂された。その後、いくつかの指標については、
PDM Ver.3として追加された。 
期待される上位目標、プロジェクト目標、成果は以下のとおり。 

 

 （１）上位目標 （協力終了後に達成が期待される目標）： 

全国の医療専門高校で「Client-Oriented Nursing；CON1」に基づいた看護教育が行われる。 

 

 （２）プロジェクト目標： 

｢Client-Oriented Nursing」の原則に基づいた看護教育（学内教育／学外臨床教育）のモデ
ルが確立される。 

 

 （３）成果 

１）成果１：学内教育に「Client-Oriented Nursing」のコンセプトが導入される。 
・成果１-１ 「Client-Oriented Nursing」に基づいたカリキュラム案が作成される。 
・成果１-２ 「Client-Oriented Nursing」に基づいた教材が作成される。 
・成果１-３ 「Client-Oriented Nursing」に基づいた看護教育方法が教員に理解される。 

 

２）成果２：モデル病院及びモデル校の主要実習病院・保健医療施設で「Client-Oriented 
Nursing」に基づいた実習が導入される。 

 

３）成果３：看護教育の基準（時間割及び教案プログラム）について提言する。また

「Client-Oriented Nursing」を全国の看護教育に導入するための基盤が整えられる。 
 

 １－５－４ プロジェクトで使用されている用語について 

 （１）カリキュラム 

｢ウ」国におけるカリキュラムに相当するものは、「Teaching Plan（時間割）」および「Teaching 
Program（教案プログラム）」であることが確認された。前者は卒業に必要な科目とその時
間数を示す時間割であり、高等中等専門教育省の承認事項である。後者はシラバスを更に

詳細にしたもので保健省の承認事項である。「Teaching Program」は通常、専門コースごと
毎（看護師コース、歯科技工士コースなど）に定められるが、本プロジェクトでは看護領

域毎に定め、承認をうける。また「ウ」国では両者とも法律（大臣令）により全国一律に

                             
1 CONとは、「利用者に寄り添う看護」のこと。すべての対象者（Client）にそれぞれのライフサイクルステージ（小児期、思春期、
成人期、高齢期等）の健康ニーズに沿った看護・生活支援を提供すること。 
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定められる。本プロジェクトで作成されたモデルカリキュラムは「改善カリキュラム」と

呼ばれ、第一医療専門高校（First Republican Medical College：FRMC）にて試行されている。
また2006年８月に保健省が「改善カリキュラム」を参考にして「適応カリキュラム」を作

成している。さらに「改善カリキュラム」の施行後、CON（Client-Oriented Nursing：利用者
に寄り添う看護）に基づく全国展開のためのカリキュラムは「統合カリキュラム」と称さ

れている。 

 

 （２）看護教育モデル 

プロジェクトでは全国に導入可能なレベルの中等看護教育の体系で、CONに基づく、国
際的な看護標準に則った看護の理念や実技を包含した看護教育モデルの構築をめざしてい

る。 

 

 （３）教材 

本プロジェクトでは「指導要領」および「実習要領」であり、教師もしくは看護教育指

導者が教えるべき項目を列挙している。 

 

 （４）｢再教育｣と「資格向上」 

｢ウ」国において「再教育」とは既に資格等の教育を受けた人物が、所有する資格とは異

なる資格の教育を受け、新たな資格を得る（産科看護師が教育を受け手術室看護師の資格

を得る場合など）ことであり、日本語の「再教育」と意味が異なる。現在のスキルをブラ

ッシュアップするという意の｢再教育｣は「ウ」国では「資格向上」と呼ばれている。ただ

し本報告書では「再教育」を現在のスキルをブラッシュアップするという意で用い、固有

名詞等、必要に応じて「資格向上」と明記した。 
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第２章 終了時評価の方法 
 

２－１ 主な調査項目と情報・データ収集方法 

主な調査項目は、評価５項目（後述）を基にして検討され評価設問としては評価グリッドに示

されている。評価設問は評価５項目に関する事項のみならず、プロジェクトの計画、実施プロセ

スに関する評価設問も設定した。主な調査項目は表２－１のとおりである。 

 

表２－１ 計画・実施プロセスに関する主な調査項目 

評価項目 評価設問（主な設問） 

モデル校の選定方法 

投入計画の妥当性 

有効性の検証 

効率性の検証 

インパクトの検証 

事前評価のレビュー 

 

自立発展性の検証 

設定されたターゲットグループは明確か？  計画 

各レベルの外部条件は適切に設定されているか？ 

投入は計画どおりに実施されているか？ 

アウトプットは計画どおりに達成されているか 

実績 

プロジェクト目標は達成される見込みか？ 

モニタリングシステムは機能しているか？ 

ワーキング･グループの運営は適切か？ 

意思決定システムは機能しているか？ 

その他の関連機関とのかかわりは適切であったか？ 

円滑なコミュニケーションが図られたか？ 

適切なカウンターパート（カウンター･パート）が割り当てられたか？ 

プロジェクトは、実施機関およびカウンターパート（実施者）の中でよく

理解され、受け入れられているか？ 

実施プロセス 

ターゲットグループはプロジェクトをよく理解し、受け入れているか？ 
※評価５項目の評価設問は「2-2 評価５項目」にて例示 
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表２－１の調査項目の情報・データ収集は主に、プロジェクト資料のレビューを関係者からの

聞き取りによる。本調査にて収集された資料は表２－２のとおりである。 

 

表２－２ 収集データ一覧 

調査手法 対象者 配布数 回収数 回収率 

日本人関係者 ６ ４  66％ 

カリキュラム委員 ４ ４ 100％ 

調査票調査 

JOCV（看護師隊員） ３ ３ 100％ 

カウンターパート ６ ６ 100％ 

ワーキング･グループ ６ ６ 100％ 

再教育教員 ６ ６ 100％ 

インタビュー 

（事前に質問票を配布） 

プロジェクト専門家（日本人） ４ ４ 100％ 

保健省    

第一医療専門高校    

実習病院    

インタビュー 

高等中等専門教育省    

文献調査 （参考文献は付属資料参照のこと）    

 

２－２ 評価５項目について 

（１）妥当性 

妥当性とは、評価時点においてプロジェクト目標と上位目標が示すプロジェクトの方向性

には、「ウ」国の当該分野の開発政策および日本の援助政策と整合性があるか、ターゲットグ

ループや関係者のニーズと合致しているかを、確認する視点である。 

終了時評価調査では、 

 ① ｢保健制度改革（1998-2005）についての大統領令No.2107」以降の「ウ」国の看護教育政
策との整合性 

 ② 日本の「ウ」国への援助方針との整合性 

 ③ 受益者（患者、学生、看護師、医療専門高校）のニーズとCONに基づく看護教育の整合
性 

などを確認した。 

 

（２）有効性 

有効性とは、プロジェクト目標の達成可能性およびプロジェクト目標がプロジェクトの活

動によって達成されたか（他の要因によって達成されてはいないか）を確認する視点である。

またプロジェクトの成果（アウトプット）がプロジェクト目標の達成に貢献したかも（外部

条件の状況も含め）確認する。 

終了時評価ではプロジェクト終了時にプロジェクト目標の達成可能性を検証した。具体的

には、 
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 ① 終了時評価時のプロジェクト目標の指標の達成状況 

 ② 各アウトプットのプロジェクト目標への貢献度 

 ③ 外部条件のプロジェクト目標への影響 

などを確認した。 

 

（３）効率性 

効率性とは、プロジェクトの投入がどの程度、成果（アウトプット）の達成に貢献したか

を確認する視点であり、プロジェクトの生産性を問う視点である。量のみならず、質やタイ

ミングの観点からも確認する。 

終了時評価では、 

 ① 各アウトプットの達成状況 

 ② 各アウトプットに対応する活動の貢献 

 ③ 各アウトプットへの投入の適切性 

などを確認した。 

 

（４）インパクト 

インパクトはプロジェクトの直接的・間接的および正負の波及効果である。上位目標は意

図された直接的な正のインパクトなので、その達成可能性も確認する。 

終了時評価では上位目標の達成見込み以外に、 

 ① 病院へCONが普及する可能性 
 ② 学生数増加による影響 

なども確認した。 

 

（５）自立発展性 

自立発展性とは、プロジェクトにてもたらされた便益が、その終了後も継続するかを確認

する視点である。（プロジェクトの継続性を確認する視点ではない。）将来を予測する視点な

ので、組織や財政、人材および政策的なバックアップなどを基に、継続するための要素が十

分かを検討する。 

本プロジェクトの場合、プロジェクト実施機関である「看護教育センター」が、本プロジ

ェクトにより開発された改善カリキュラムの普及およびそのカリキュラムに則った教員の育

成を担うことから、同センターの機能強化が重要であることが中間評価時点で確認されてい

る。 

よって、終了時評価では、プロジェクト終了後の、 

 ① 開発されたカリキュラムの継続的な使用 

 ② 開発されたカリキュラムの継続的な改訂 

 ③ 看護教育センターの機能 

 ④ 保健省の政策的バックアップ 

などの可能性を終了時評価時点の取り組みを基に確認した。 
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第３章 終了時評価の結果 
 

３－１ プロジェクトの実績 

 終了時評価実施時点（2008年12月）のプロジェクトの実績は以下のとおりである。詳細は付属

資料の投入実績表に示されている。 

 

 ３－１－１ 投 入 

 （１）日本側 

１）長期専門家   

・チーフ･アドバイザー 24カ月 （１名） 

 ７カ月 （１名） 

・看護教育 25カ月 （１名） 

 33カ月 （１名） 

・業務調整  52カ月 （１名） 

 

・本邦研修 39名 

 （うち） 

- 看護教育者向け研修 

 （２カ月程度） 25名 

- 行政官向け研修 

 （３週間程度） 14名 

 

２）短期専門家（延べ人数）  

・プロジェクト運営 ３名 

・研修統括 ７名 

・基礎看護 24名 

・成人・老年看護 29名 

・母性・小児看護 ６名 

・母性看護  ８名 

・小児看護 ８名 

・精神看護 ７名 

・地域看護 13名 

・看護管理 １名 

 （中期派遣専門家）  

・看護実習指導 ３名 

・小児・地域看護 １名 
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図３－１ 専門家派遣と本邦研修の時期 

 

３）資機材 （供与機材、携行機材など） 

2004年度  43,987US$ 
2005年度  54,000US$ 
2006年度  85,091US$ 
2007年度  36,293US$ 
2008年度  60,263US$ 小計 279,634US$ 
その他  25,907US$ 総計 305,541US$ 
 

４）現地活動費 

2004年度 125,506US$ 
2005年度 129,198US$ 
2006年度 125,894US$ 
2007年度 144,828US$ 
2008年度 116,377US$  計 641,803US$ 

 

 （２）「ウ」国側 

１）プロジェクトスタッフ（C/P）      ６名 

２）看護教育センター改修費 40,000US$ 
３）看護教育センター運営費 14,836US$（2008年度） 

 （20,213,000スム;１US$=1,362.43スム2） 

 

                             
2 2008年12月JICA統制レートによる。 
 

7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7
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アドバイザー

看護教育

業務調整

短期専門家の派遣
（☆＝一名、→＝一

名）

看護教育者
向け研修

行政官向け
研修

2006

長期専門家の派遣
（→＝一名）

本邦研修
（☆＝一名、→＝一

名）

2007 2008 20092004 2005

終了時評価
中間評価



 

－13－ 

 ３－１－２ 活動の実績 

個別の活動結果は活動実績表（付属資料）のとおりである。本プログラムの特徴として以下

のような活動が実施された。 

 

 （１）合同調整員委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）の開催 
合同調整員委員会は毎年３月頃開催されており、終了時評価までに計４回開催されてい

る。 

 

第１回プロジェクト合同調整会議 2005年３月23日 

第２回プロジェクト合同調整会議 2006年３月23日 

第３回プロジェクト合同調整会議 2007年２月９日 

第４回プロジェクト合同調整会議 2008年３月27日 

出所：プロジェクト提供資料より抜粋 

 

 （２）カリキュラム委員会の開催 

プロジェクトの方向性等を検討・協議する委員会であり、プロジェクトにとって重要な

委員会として位置づけられ、定期的に年２回開催されている。 

 

第１回 カリキュラム委員会   2004年８月13日 

第２回 カリキュラム委員会  2004年11月11日 

第３回 カリキュラム委員会  2005年３月24,25日 

第４回 カリキュラム委員会  2005年11月25日 

第５回 カリキュラム委員会  2006年３月24日 

第６回 カリキュラム委員会  2006年11月17日 

第７回 カリキュラム委員会  2007年２月８日 

第８回 カリキュラム委員会  2007年11月23日 

第９回 カリキュラム委員会  2008年２月15日 

第10回 カリキュラム委員会  2008年６月16日 

出所：プロジェクト提供資料より抜粋 
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 （３）ワーキング･グループ（Working Group：WG）の会合 
2005年より活発に会合が開催され、TV会議等を利用して各領域とも100回以上の会合数を

重ねている。特に2008年度は各領域とも50回以上の会合を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：プロジェクト提供資料より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２ WGの開催の推移 
 

All WGs 
Field 2004 2005 2006 2007 2008 計

基礎看護 Fundamental 1 29 39 2 71 142
地域看護 Community 1 19 29 41 90 180
精神看護 Psychiatric 10 22 28 60 120
小児看護 Child health 1 17 35 31 84 168
母性看護 Maternal health 17 27 24 68 136
成人看護 Adult health 18 34 30 82 164
老年看護 Gerontological 10 24 17 51 102

TV WGs, Cur Com Meetings and Monthly Meetings at MOH
Field 2004 2005 2006 2007 2008 計

基礎看護 Fundamental 0 2 4 0 0 6
地域看護 Community 0 0 1 0 0 1
精神看護 Psychiatric 0 0 4 4 5 13
小児看護 Child health 0 0 5 5 0 10
母性看護 Maternal health 0 0 2 3 0 5
成人看護 Adult health 0 0 0 0 0 0
老年看護 Gerontological 0 0 0 0 0 0
カリキュラム委員会 Curri. Mtg 3 4 7 2 2 18
保健省との月例会議 Monthly Mtg at MOH 2 11 10 11 6 40

WGの開催
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老年看護 Gerontological 
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 （４）セミナー等の開催数 

本プロジェクトでは本邦研修参加者の帰国時セミナーを含め、計18 回のセミナーが開催

されている。 

 
年 期間 セミナー名 内容 参加者 

2004 ８月16-27日 
第一回看護セミナー 
（タシケント） 

新しい看護のコンセプト（CON） 134名 

2004 ８月23日 
看護セミナー 
（サマルカンド） 

看護教育改革の関係者への新し
い看護のコンセプトの紹介 

 51名 

2005 ２月24日 
2004年度本邦研修参加者
プレゼンテーション 

研修者による研修成果の発表  60名 

2005 
３月28日- 
 ４月１日 

第二回看護セミナー 
（タシケント） 

新らしい看護のコンセプト
（CON）II 155名 

2005 ８月18日 精神看護公開講座 精神看護のコンセプト 100名 

2005 ９月26日 
臨床実習における看護 
教育セミナー 

基礎看護の実習法に関して 120名 

2006 ６月24日 
2005年度本邦研修参加者 
プレゼンテーション 

研修者による研修成果の発表  84名 

2006 
３月27日- 
 ４月１日 

第三回看護セミナー 
（タシケント） 

改善された基礎看護の紹介 176名 

2006 ４月３-４日 
臨床実習セミナー 
（タシケント） 

改善された基礎看護実習の紹介 149名 

2006 10月28日 
改善カリキュラム 
紹介セミナー 

改善カリキュラムの紹介  80名 

2007 ６月23日 
2006年度本邦研修参加者 
プレゼンテーション 

研修者による研修成果の発表  82名 

2007 ３月22-24日 老年看護セミナー 改善された老年看護の紹介 
 87名 
69observers 

2007 ３月26-29日 成人看護セミナー 改善された成人看護の紹介 
 76名 
78observers 

2007 ８月20-22日 母性看護セミナー 改善された母性看護の紹介  91名 

2007 ８月23-25日 小児看護セミナー 改善された小児看護の紹介  88名 

2007 ９月24-26日 地域看護セミナー 改善された地域看護の紹介 120名 

2007 ９月27-29日 精神看護セミナー 改善された精神看護の紹介 120名 

2008 １月29日 
2007年度本邦研修参加者
プレゼンテーション 

研修者による研修成果の発表  74名 

出所：プロジェクト提供資料より抜粋 
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また実習指導者に対する研修が、計14回開催されている。 

 
年 期間 研修名 参加者 

2007 10月16日 第一回実習施設責任者会議 52名 

2008 １月22日 第二回実習施設責任者会議 39名 

2008 ２月20日 第三回実習施設責任者会議 47名 

2008 ３月14日 第四回実習施設責任者会議 49名 

2008 ４月３日 第二回実習施設長会議 52名 

2008 ４月16日 第五回実習施設責任者会議 47名 

2008 ４月18日 第一回臨床実習セミナー：基礎看護 57名 

2008 ４月28日 第二回臨床実習セミナー：基礎看護 60名 

2008 ６月６日 基礎看護教員会議（第一グループ） 21名 

2008 ６月21日 基礎看護教員会議（第二グループ） 28名 

2008 ９月11日 基礎看護教員会議（全グループ） 60名 

2008 ９月16日 第一回臨床実習セミナー：成人看護 44名 

2008 ９月23日 第二回臨床実習セミナー：成人看護 57名 

2008 11月３日 成人看護教員会議（第一グループ） 24名 

出所：プロジェクト提供資料より抜粋 

 

 （５）供与機材の使用ビデオの作成 

JOCV看護師隊員とともに、プロジェクトが供与した看護教育機材の使用方法をウズベク
語で解説したビデオを作成するとともに講習を実施した。 

 

第一回JOCV、プロジェクト合同看護教育機材トレーニングコース 2008年３月４日 13名参加 

第二回JOCV、プロジェクト合同看護教育機材トレーニングコース 2008年３月28日 13名参加 

第三回JOCV、プロジェクト合同看護教育機材トレーニングコース 2008年５月２日 14名参加 

出所：プロジェクト提供資料より抜粋 

 

 （６）ニーズアセスメント調査 

2003年に無償資金協力「看護教育改善計画」で供与された機材の活用状況確認のための

調査が、2005年５月～2006年９月にかけて実施された。 

 

 ３－１－３ 成 果 

 （１）成果１：学内教育に「Client-Oriented Nursing」のコンセプトが導入される。 
１）成果1-1 「Client-Oriented Nursing」に基づいたカリキュラム案が作成される。 
・指標：2006年９月までに、保健省及び高等中等専門教育省の代表者が時間割（案）を

承認する。2008年９月までに、保健省の代表者が、第一医療専門高校を対象に作成さ

れた「Client-Oriented Nursing」に基づいた教案プログラム（案）を承認する。 
カリキュラムには「Teaching Plan（時間割）」と「Teaching Program（教案プログラ

ム）」が含まれる。「Teaching Plan」は2006年７月に高等中等専門教育省に承認された。
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「Teaching Program」は７領域ごとに作成され、「基礎看護」は2006年11月、｢成人看護｣
は2007年７月、それ以外の５領域は2007年12月に保健省に承認された。 

 

２）成果1-2 「Client-Oriented Nursing」に基づいた教材が作成される。 
・指標：2009年３月までに、第三者によって指導要領が承認される。 

中間評価時に「教材」とは「指導要領」であることが確認された。「基礎看護」に関

しては教案プログラムと同時期に完成し、基礎看護担当教員に配布されている。また

ウズベク語翻訳はモデル校の基礎看護担当教員が行った。 

｢成人看護」に関しては第一部（大項目１-３）が授業開始直前（2007年８月）に完

成、成人看護担当教員に配布できた。第二部（大項目４-８）、第三部（大項目９-13：

最終）が完成したのは2008年２月下旬である。その後、日本側関係者による確認作業

は2008年10月に終了した。ウズベク語翻訳は現在担当校に依頼中である。 

その他５領域は2007年11月の教案プログラムに前後して完成予定であったが、2008

年１月からの後期授業分のロシア語版は2007年12月までに完成した。2008年10月にす

べての指導要領が完成した。 

 

３）成果1-3 「Client-Oriented Nursing」に基づいた看護教育方法が教員に理解される。 
・指標：C/P、実習担当教師、再教育メンバーの教師の８割が2009年３月までに
「Client-Oriented Nursing」理解度テストに合格する。 
｢基礎看護」に関してはC/Pを中心にFRMCの担当教員への訓練（再教育）を実施した。

その他の領域の教員は「指導要領」の作成を通じてCONの理解を深めた。 
指標では、｢理解度テスト｣を実施することとなっているが、テストを実施するには

保健省の承認が必要であり、終了時評価までに実施することが困難であったことから、

教員に対する理解度のアンケート調査を2008年12月５日に実施した。その結果、半分

以上の教師が目標の理解力に達していることが確認された。 

 

 （２）成果２：モデル病院及びモデル校の主要実習病院・保健医療施設で ｢Client-Oriented Nursing」
に基づいた実習が導入される。 

・指標：2009年６月までに、モデル病院及び実習病院で、臨床実習において、

｢Client-Oriented Nursing」に基づいた実習の以下の最低必要条件が満たされる。 
(1) 実習開始前に、実習生の８割に専任の指導者が配置される。 

(2) 受け持ち実習開始前に、実習生の８割に受け持ち患者が選択される。 

(3) 実習生の８割が実習開始２日以内にカルテから情報を入手することができる。 

(4) 看護師長のいるカンファレンス実施率が８割である。 

救急医療センター（モデル病院）に実習室および教授法室が整備されている。学生

数の増加により、実習病院は12箇所（基礎６箇所、成人看護12箇所）となり、実習環

境が整備された。今後、残り５領域の実習病院、実習施設も実習開始前に整備する予

定である。 

実習担当者が用いる「実習要綱」は基礎看護が2008年３月、成人看護が同年５月、

老年看護および母性看護が同年７月、小児看護、地域看護ならびに精神看護が同年９
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月に承認された。実習要綱完成後に事前研修会が実施され、基礎看護実習は2008年５

月26日～６月21日まで、成人看護実習は同年10月７日～12月１日まで実施された。他

の５領域の実習は2009年５月に実施予定である。 

実習施設の準備状況は「専任指導者の配置、受持ち患者の準備、カルテの閲覧、カ

ンファレンス実施」の４項目の適切性を学生の実習記録、担当教員へのインタビュー、

プロジェクト関係者によるモニタリングから検証した結果、ほぼ適切であることが確

認された（成人看護）。 

 

 （３）成果３：看護教育の基準（時間割及び教案プログラム）について提言する。 

・指標：保健省が、2009年６月までにプロジェクトが準備する提言を受け入れる。 

成果３は成果１および２の結果から導き出されるもので、終了時評価の段階では未着

手であるが、モデル導入学年での講義・演習・実習を通じてのフィードバックを反映し

改定された基準（同国ではスタンダードとしている）を2009年６月までにプロジェクト

がまとめ保健省側に提出する予定である。 

 

 ３－１－４ プロジェクト目標 

プロジェクト目標：「Client-Oriented Nursing」の原則に基づいた看護教育（学内教育／学外臨
床教育）のモデルが確立される。 

・指標：2009年に第一医療専門高校を卒業する学生の70％が「Client-Oriented Nursing」の理解度
テストに合格する。 

学生への理解度テストの実施は2009年６月に実施予定であるが、成人看護実習後、572名の

学生に対して、理解度を測るアンケートが実施された。うち60％以上の理解を示していた学

生は145名で全体の25.3％であった。学生達は紙面への回答方式になれていないこと、事前通

告なしに実施したことを勘案すれば、理解度テストの結果は向上すると考えられる。 

また終了時評価時点で各成果が予定どおり実施され、教員の理解、実習施設の整備が順調

に進んでいることから、プロジェクト目標が達成される見込みである。 

 

３－２ プロジェクトの実施体制 

（１）保健省、人材・科学・教育局 

保健医療分野の人材育成、教育を担う保健省内の部局であり、看護教育も担当している。

本プロジェクトでは局長がプロジェクト･マネージャーを務めている。また｢教案プログラム｣

「実習要綱」は保健省内の医学教育開発センター（旧教授法室）の審査、承認事項である。

本プロジェクトで策定された改善カリキュラムを元に統合カリキュラムを策定し、その全国

展開を指示・指導する役目を担う。 

 

（２）高等中等専門教育省、中等専門教育センター 

｢ウ」国の初等教育以外の教育を担う省庁であり、中等専門教育センターは中等教育ならび

に専門教育を主管する。医療専門高校で実施される看護教育は中等教育に分類され、本プロ

ジェクトでは「Teaching Plan（時間割）」の承認を行った。 
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（３）看護教育センター（NEC） 
プロジェクトの実施機関であり、本プロジェクトを実施するために設立された「ウ」国の

機関である。第一医療専門高校の校舎の一部に間借りして設置されている。本プロジェクト

の「ウ」国C/Pは本センターの職員であり、前職は第一医療専門高校の教員であり、プロジェ
クト開始後にプロジェクト業務専任となったが、給与が十分に支払われないなどの問題が発

生した。 

 

（４）カリキュラム委員会 

｢Teaching Plan」の作成およびWGへの助言・指導をする。またプロジェクトの各種議案の
議決機関でもある。カリキュラム委員は「ウ」国側28名、日本側18名の計46名である。カリ

キュラム委員は、「ウ」国側は保健省、高等中等専門教育省、タシケント医科アカデミーなど

から選出されており、日本側は大分県立看護科学大学をはじめ、多数の看護大学教員から選

出されている。 

 

（５）ワーキング･グループ（WG／作業部会） 
｢Teaching Program」、「指導要領」および「実習要領」を作成する。メンバーは基礎看護16

名、地域看護10名、母性看護11名、小児看護９名、成人看護14名、老年看護12名、精神看護

10名および実習室整備10名である3。WGのメンバーは、「ウ」国側はC/PのみならずFRMCや他
の医療専門高校の教員、医療施設の看護師などからも選出されており、日本側はカリキュラ

ム委員を兼任しているメンバーが多い。 

 

（６）第一医療専門高校（FRMC） 
モデル学校（本校の教員はPDMにおけるターゲットグループ）であり、各教員はNECより

再教育を受け、改善カリキュラムに合わせた講義に使用するハンドアウトなどの配布資料、

パワーポイントなどの視覚教材を作成する。 

 

（７）救急医療センター（RCEM） 
モデル病院（本院の実習担当者はPDMにおけるターゲットグループ）であり、FRMCの学生

の実習受入れ機関である。 

 

（８）その他の実習施設 

RCEM以外のFRMCからの実習生を受け入れる機関であり、基礎看護実習で５箇所、成人看
護実習で11箇所が保健省より選定された。今後他の領域の実習時には、保健センターや訪問

看護先などが選定される予定である。 

 

                             
3 複数の領域の WG メンバーになっている。 
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３－３ プロジェクトの実施プロセス 

 中間評価時に確認された、本プロジェクトで想定している実施プロセスは以下の図３－３なら

びに表３－１（左部）のとおりであるが、現在の実施プロセスは表３－１（右部）のとおりであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

出所：中間評価報告書より 

図３－３ プロジェクトの流れ 

プロジェクトの流れ 
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表３－１ 実施プロセス 

 本来のプロセス 現在のプロセス 

１ 
改善カリキュラムの承認（モデル校へ

の導入）2006年７月 
１ 同 左 

２ 
モデル校にて改善カリキュラムによる

教育の実施（2006年９月） 
２ 

モデル校にて改善カリキュラムによる

教育の実施（一学年のみ） 

  ３ 
適応カリキュラムの承認（改善カリキ

ュラムとほぼ同称） 

  ４ 
適応カリキュラムの全国の医療専門高

校への指示書発布（2006年８月） 

  ５ 
適応カリキュラムの全国での実施

（2006年９月） 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
範
囲
（
網
掛
け
） 

３ 
改善カリキュラムの全国展開案の提示

（2009年６月） 
６ 

改善カリキュラムの全国展開案の提示

（2009年６月） 

 ４ 新カリキュラムの承認 ７ 同 左 

 ５ 全国の医療専門高校への指示書発布 ８ 同 左 

 ６ 全国の医療専門高校の教員の訓練 ９ 同 左 

 ７ 
全国の医療専門高校の施設、指導要領、

テキストなどの整備 
10 同 左 

 ８ 実習施設の確保と整備 11 同 左 

 ９ 全国での実施 12 同 左 

出所：評価チーム作成 

 

 プロジェクトで作成された改善プログラムの１カ月後、プロジェクトで作成した改善カリキュ

ラムを基にした「適応カリキュラム」が保健省より提出され、高等中等専門教育省から承認され

ている。 

 

また看護領域ごとの実施プロセスならびに実績は以下のとおりである。各領域の教案プログラ

ムは授業開始２カ月前に承認を終了する計画であったが、基礎看護以外の６領域の教案プログラ

ムは授業開始１カ月前に承認された。 

実習要綱は実習実施２カ月前には承認が終了する計画であったが、既に承認されており、計画

より５カ月以上、前倒しで達成されている。 

実習は、基礎看護ならびに成人看護の既に実施されている。その他５領域の実習に関しては、

2009年の４月に計画されているが、これから実習先選定等の手続きにかかるため、実際にいつ実

施されるかは、終了時評価の時点では確認できなかった。 

実習後、カリキュラム評価が実施される予定となっているが、カリキュラム評価は、基礎看護

では2008年12月に実施され、成人看護では2009年１月に実施される予定である。 

その他５領域のカリキュラム評価は2009年５月に計画されている。しかし基礎看護ならびに成

人看護にて実習後１カ月以内に評価できなかったことから、カリキュラム評価を計画どおり実施

するためには事前の周到な準備が必要である。
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表３－２ 領域ごとの活動実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006年 2007年 　　2008年 2009年
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

教案ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 新ｶﾘｷｭﾗﾑ講義開始 実習要綱
承認手続 承認手続 実習開始 臨地実習評価
（保健省、高等中等教育省） ｶﾘｷｭﾗﾑ評価
教案プログラム承認（11月15日） 実習要綱承認実習開始 臨地実習評価（12月）

新ｶﾘｷｭﾗﾑ講義開始（1月） （3月18日） （5月26日から6月21日）

セミナー 教案ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 実習要綱
承認手続 承認手続 実習開始 ｶﾘｷｭﾗﾑ評価 臨地実習評価

新ｶﾘｷｭﾗﾑ講義開始
セミナー 教案ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ承認（7月28日） 実習要綱承認 実習開始 臨地実習評価（1月）
（3月26日ー29日） （5月５日） （10月7日から12月1日）

新ｶﾘｷｭﾗﾑ講義開始
セミナー 教案ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 実習要綱

承認手続 承認手続 実習開始 ｶﾘｷｭﾗﾑ評価 臨地実習評価
新ｶﾘｷｭﾗﾑ講義開始

セミナー 実習要綱承認 実習開始時期不明
（3月22日ー2４日） （７月２３日） 臨地実習評価実施は難しい

新ｶﾘｷｭﾗﾑ講義開始
セミナー 教案ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 実習要綱 実習開始

承認手続 承認手続 ｶﾘｷｭﾗﾑ評価

新ｶﾘｷｭﾗﾑ講義開始 臨地実習評価
セミナー 教案ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ承認 実習要綱承認 実習開始時期不明
（8月23日ー2５日） （12月14日） （９月３０日） 臨地実習評価実施は難しい

新ｶﾘｷｭﾗﾑ講義開始
セミナー 教案ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 実習要綱 実習開始

承認手続 承認手続 ｶﾘｷｭﾗﾑ評価
新ｶﾘｷｭﾗﾑ講義開始 臨地実習評価

セミナー 教案ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ承認 実習要綱承認 実習開始時期不明
（8月20日ー22日） （12月14日） （７月２３日） 臨地実習評価実施は難しい

新ｶﾘｷｭﾗﾑ講義開始
セミナー 教案ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 実習要綱 実習開始

承認手続 承認手続 ｶﾘｷｭﾗﾑ評価
新ｶﾘｷｭﾗﾑ講義開始 臨地実習評価

セミナー 教案ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ承認 実習要綱承認 実習開始時期不明
（9月24日ー26日） （12月14日） （９月３０日） 臨地実習評価実施は難しい

新ｶﾘｷｭﾗﾑ講義開始
セミナー 教案ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 実習要綱 実習開始

承認手続 承認手続 ｶﾘｷｭﾗﾑ評価
新ｶﾘｷｭﾗﾑ講義開始 臨地実習評価

セミナー 教案ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ承認 実習要綱承認 実習開始時期不明
（9月27日ー2９日） （12月14日） （９月３０日） 臨地実習評価実施は難しい

新ｶﾘｷｭﾗﾑ講義開始

計画

実績

計画

実績

母性看護

地域看護

精神看護学

計画

実績

計画

実績

基礎看護

成人看護

老年看護

小児看護

計画より前倒
しで進捗

計画より前倒
しで進捗

計画

実績

計画

実績

計画

実績



 

－23－ 

３－４ 評価５項目からの評価結果 

 ３－４－１ 妥当性 

本プロジェクトは、「ウ」国「保健制度改革についての大統領令」に基づく医療従事者教育の

高度化を目的とした看護教育制度改革の一環として開始された。その後、2007年に発布された

大統領令にて保健制度改革の継続が確認され、医療従事者の教育（看護教育を含む）、再教育の

リフォームが推進されている。 

 

Box.1 大統領令No.3923「ヘルスケア開発国家プログラムの実行と更なる改革の方向性に関し
て」より抜粋 
 
｢質の高い医療従事者の再教育とその供給システムの更なる改善が求められている。医療専門
高校における医療従事者教育の質への強い非難により、近代的な教育法ならびに演習、実験
機材の強化が求められている。 

2007年９月19日 

 

また保健セクターは日本の対「ウ」国援助重点分野「社会セクターの再構築」の最重点分野

であり、その中でも保健医療分野のシステム改善に看護教育は当てはまる。これに沿って「保

健改革プログラム」、および当事業が実施されている点でプロジェクト開始時より変更はない。

よって国別事業実施計画とも合致している。 

「ウ」国の看護の課題として、従来の医学モデルによる看護教育では医師の補助的な業務に

関する教育が中心であり、患者に目が向けられた看護教育ではなかった。そこで患者の全体性

に配慮した看護としての看護モデルに基づいた看護教育が求められており、これはまさしく

CONのコンセプトと合致する。看護教育の現場、病院の現場、学生の興味としてCONへの関心
も高いことが確認された。したがって妥当性は高い。 

 

Box.2 現行の看護に対する不満と患者の望む看護（質問票より抜粋） 
現行の看護への不満 
 患者と患者の家族の希望が考慮されておらず、治療を中心とした看護となっている。（C/P） 
 呼ばないと見に来てくれない、注射しに来てくれないなど、自己申告しなければならない。
（JOCV） 

 配慮が行き届いていない。患者ではなく治療がメインだった。１人の看護師につき、25
～30 人の患者を診ている。（WG） 

望まれる看護 
 個々の患者に即したケア、質の良いケア。（C/P） 
 注射が上手。失敗しないこと。（JOCV） 
 やさしい配慮、コミュニケーション、わかりやすい説明、不安の解消、家族に対する説明
や不安の緩和などが望まれている。不安解消が特に重要。（再教育教員） 

 看護師は患者の抱えている問題を把握し、その解決をする看護をしなければならない。（再
教育教員） 

 

以上のことから本プロジェクトは妥当性が高いと認められる。 
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 ３－４－２ 有効性 

本プロジェクトは順調に進捗しているが、終了時評価の時点では成果１－２の指導要領の作

成、成果１－３の教員の理解度テストの準備が行われ、成果２の実習施設の整備が確認された

段階である。 

成果１－２に関して、指導要領の客観的評価を第三者に依頼する予定であるが、現在、各領

域の整合性を確認中であり、その完成をもって保健省の医学教育開発センター（旧教授法室）

に既定の手順に則って評価を依頼する予定である。 

 

成果１－３に関して、教員の理解度を確認する目的で実施された理解度アンケートの結果、

CONに基づく看護理論の理解や実習担当教員の役割は十分に理解されている。アンケートは主
に基礎看護に関して実施された。アンケート結果を分析したところ、「看護過程の進め方」「ヘ

ンダーソンの14項目｣4「主観、客観情報の区別」に関しては理解が高かった一方、「ライフサイ

クルの区分」「WHO健康の定義」に関しては正答数があまり多くなかった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－４ 理解度アンケート結果「看護過程の進め方」 

                             
4 米国の看護学者、V. ヘンダーソンが唱えた基本的看護ケアの 14 の構成要素 
 

看護過程の進め方
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図３－５ 理解度アンケート結果「ヘンダーソンの14項目」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－６ 理解度アンケート結果「主観/客観情報について」 

 

プロジェクトによる聞き取りの結果、上記問題の解答欄は単純な記述式であったが、「ライフ

サイクルの区分」ならびに「WHO健康の定義」の問題の解答欄は穴埋め形式を採っていたため
回答方法に混乱が生じたということであった。今回の理解度アンケートの結果、「ウ」国の看護

教員は記述式のテストに不慣れであり、回答方法に関する十分な説明、理解が必要であること

が判明した。 
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図３－７ 理解度アンケート結果「ライフサイクルの区分」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－８ 理解度アンケート結果「WHO健康の定義」 
 

上記より、「看護過程」｢ヘンダーソンの14項目｣「主観/客観情報」など基礎看護において必

須の項目を重点的に見れば、教員の理解度は高いと判断することもできる。 

さらに理解度テストの実施方法説明やプレテストの実施により看護教員が記述式テストの実

施方法に慣れれば、2009年３月までには目標の理解力を有している教員が８割に達する見込み

である。 

 

成果２に関して、実習施設の整備は「専任指導者の配置、受持ち患者の準備、カルテの閲覧、

カンファレンス実施」の４項目でチェックした結果、基礎看護実習・成人看護実習が終了した

段階では適切であることが確認された。残り５領域においては新規の実習施設があるものの、

事前講習会が有効に機能すれば十分達成されると考えられる。 
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表３－３ 実習施設の準備状況 

 

 

 

 

 

 

 

出所：プロジェクト作成 

 

これらの成果が満たされる可能性は高いので、プロジェクト目標の学生の理解度は目標を達

成することが見込まれる。ただし医療専門高校の卒業試験は口頭試問で実施されており、看護

教員と同様、医療専門高校の学生も記述式テストに不慣れなことが予想されることから、学生

の記述式テストに対する理解の向上も重要である。 

 

一方、改善カリキュラムは2006年９月からの入学生に適用された。一連の改善カリキュラム

で教育を受けた学生の卒業時点である2009年６月に改善カリキュラムを評価することとなって

いるので客観的かつ詳細な検証に努める必要がある。 

また再教育を受けた教員以外もCONの理解を深めることが、学生のCONの理解を高める上で
重要である。 

さらに、外部条件として中等教育の義務教育化に伴う学生数の大幅増加が発生し、教育の質

が下がることが懸念されていることは、中間評価時にも指摘されていた。実際、プロジェクト

開始直後、2004年の新入生は1,161名であったが、2006年の入学生は1,299名と100名以上増加し
ている。この様な状況に対して保健省、FRMCならびにプロジェクトが、校舎外に教室を確保し
たり、実習病院を優先的にあてがうなど、影響が出ないよう努力した。しかし2007年には新入

生が2,000名を上回っており、教育の質を担保するにはより一層の努力が必要となる。 

収集の手段 合格数 母数 ％ Output2指標

学生の実習記録 426 426 100 指標（1）

実習モニタリング 715 772 92.6 指標（2）

実習モニタリング 703 772 91.1 指標（3）

教員への質問 65 82 78.3 指標（4）

項目

デイリーシートに実習指導者のサインがある学生の割
合

全体カンファレンスに実習指導者が参加している割合

受け持ち実習開始前に、患者が決定していた学生の全
学生における割合

受け持ち実習開始後2日以内にカルテより情報収集が
できた学生の全学生における割合
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注）2003年のデータは入手できなかった。 
 

図３－９ 第一医療専門高校の入学者の推移 

 

 ３－４－３ 効率性 

このプロジェクトは、多面的な情報を収集し、成果物の質を高めるために多数の専門家が、

日本および「ウ」国から参加している。当初計画では、短期専門家：10名／年、研修員受入れ：

年間５名程度であったが、終了時評価時点で短期専門家103名、研修員受入れ39名となっている。 
 

Box.3 事前評価要約表における投入計画 
日本側（総額３億9,000万円） 
専門家派遣 
 長期専門家：チーフ･アドバイザー、看護教育、業務調整 ３名／年 
 短期専門家：基礎看護、成人／老人看護、母子看護、地域看護、看護管理 10名／年 
供与機材：視聴覚、教材作成・印刷用機材など   
研修員受入れ：年間５名程度 

 

また本プロジェクトはCONという新しい概念の導入を行う事業であり、看護学・医学用語の
適切な表現および看護に係る社会、文化的な背景を理解するためには翻訳・通訳業務に多大な

投入が必要となっているが、事前評価時、通訳・翻訳者の重要性に関して触れられていない。

プロジェクトの投入計画は事業内容と比較して過小評価されていた。このような事態に対して

プロジェクトは適切な軌道修正を行い、プロジェクト活動の円滑な実施に努めた。 

まずプロジェクト自体が通訳・翻訳者の育成にかかわったことによって、翻訳・通訳業務を

日本の人材で賄った場合と比較して費用を抑えることが可能となった。時期により変動はある

ものの、2007年５月以降、プロジェクトは５名以上の通訳・翻訳者を確保している。また優秀

な通訳・翻訳者の確保のため、プロジェクトスタッフを本邦研修へ帯同したことにより、効率

的な技術移転（より的確な翻訳・通訳）が可能となった。 

第一医療専門高校入学者数（9年生）の推移
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またウズベク語を話せるJOCV看護隊員に協力を依頼し、ウズベク語による供与機材の使用ビ
デオを作成し、演習効果を高めた。 

数カ月単位で「ウ」国に派遣されるタイプの専門家（中期派遣専門家）が４名派遣されるこ

ととなり、指導要領や実習要綱の作成、実習管理などを行っている。中期派遣専門家により長

期派遣専門家の負担の軽減、短期派遣専門家では対応しきれなかった指導などプロジェクトの

業務を円滑に実施することが可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－10 プロジェクトスタッフの推移 

 

 ３－４－４ インパクト 

 （１）上位目標の達成見込み 

保健省は改善カリキュラムの全国展開に関して、看護教員の能力向上（再教育）ならび

に医療専門高校の資機材整備は、全国一斉にできないことから段階的に導入（①タシケン

ト市、②タシケント州と主要医療専門高校、③全国）し、2012年までに全国導入を目指し

ており、既に保健省は2009年からの改善カリキュラムの全国展開のための準備（承認準備）

を開始している。また保健省は改善カリキュラムの全国展開のために看護教員の再教育（資

格向上）、教材の作成、医療専門高校の整備を計画している。しかし看護教員の再教育（資

格向上）に関しては十分な指導者が確保されているとはいえないため、2012年までに実質

的な全国展開を達成するには、保健省が指導者育成の確保や研修等の相当な準備をする必

要がある。 

プロジェクトが作成した改善カリキュラムを承認された１カ月後（2006年８月）に保健

省はプロジェクトで作成した改善カリキュラムを基にした適応カリキュラムを高等中等専

門教育省（MOHSSE）に提出し、承認を受けた。その適応カリキュラムを使用するよう、
全国の医療専門高校に高等中等専門教育省大臣令が発布されている。 

本適応カリキュラムは改善カリキュラムを導入しやすいよう保健省が作成したものであ

プロジェクトスタッフの変動
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り、それ以前のカリキュラムの専門科目が「内科看護」「眼科看護」など診療科、疾病別で

あったのに対し、本適応カリキュラムは改善カリキュラムと同様に７領域に分類されてお

り、一般教養の時間が多少異なる以外はほぼ同じ内容である。よって2007年度以降のFRMC
の学生にもCONのコンセプトに基づいたカリキュラムは導入されている。 

 

表３－４ 改善カリキュラムと適応カリキュラムの比較 

 改善カリキュラム 適応カリキュラム 

一般科目 2,631コマ、40.8％、21科目 2,831コマ、43.7％、23科目 

469コマ、7.2％、７科目 541コマ、8.3％、７科目 

東洋医学の歴史  

ラテン語と医学用語 ラテン語と医学用語 

薬理学 一般薬理学と処方箋 

解剖生理と病理学 人体構造と生理・病理学 

医学遺伝子学 遺伝医学 

微生物学 一般微生物学 

 一般衛生、生多額エコロジー 

 医学心理学 

一般専門科目 

コミュニケーションの基礎  

2,567コマ、39.6％ 2,153コマ、36％ 

基礎看護 465コマ 基礎看護 404コマ 

地域看護 304コマ 地域看護 209コマ 

母性看護 280コマ 母性看護 222コマ 

小児看護 364コマ 小児看護 347コマ 

成人看護 744コマ 成人看護 638コマ 

老年看護 213コマ 老年看護 174コマ 

精神看護 197コマ 精神看護 159コマ 

専門科目 

 選択科目 176コマ 

614コマ、9.4％ 512コマ、7.0％ 

領域別実習 307 領域別実習 256 臨地実習 

卒前実習 307 卒前実習 256 

国試 108 国試 102 
その他 

高校時間 91 高校時間 165 

総合計 6,480コマ 6,480コマ 
出所：プロジェクト資料より抜粋 
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 （２）正のインパクト 

セミナー等を通じて全国の病院の看護師、医療専門高校の教員の間でCONの関心が高ま
った。さらに「ウ」国の看護教育の方向性としてCONの導入が進んでいる。ただし全国の
病院・医療専門高校でのCONの実践は今後行われる予定である。 
またC/Pのパソコン能力の向上、プレゼンテーション能力などの副次効果も見られた。 

 

 （３）負のインパクト 

モデル校の生徒数が急増したため、保健省の指導で優先的に実習施設に受け入れてもら

うこととなり、実習病院にとって他の医療専門高校と実習生徒の調整が負担となった。 

 

 ３-４-５ 自立発展性 

本プロジェクトの便益を自立的に発展させて行く上で、NECの機能、組織等を明確にするこ
とが極めて重要であり、プロジェクト終了後も看護教育課程の定期的な改善、教員の再教育を

継続して行うために、本センターの機能を維持するための方策をとる必要性は中間評価でも指

摘された。 

終了時評価時点で、保健省はNECを独立した機関「看護教員資格向上（再教育）センター」
としてFRMC内に存続させる意向を示しており、NECの維持に関してはFRMCの協力を要請して
いる。このように「ウ」国ではNECの機能を現在の場所、人員を基に維持する方向で検討して
いる。 

 

Box.4 プロジェクトの今後の発展に関する保健省の考え（保健省より文書による回答） 
 
第一医療専門高校内にある看護教育センターに関して、以下のことを計画する。 

当センターを、独立した機関、看護教員資格向上センターとして、当該地に残す。以下の機
能を果たすものとする。 
 看護教員の資格向上。時間割の導入（講義、セミナー、演習など）に従って、段階的に、
各州の医療専門高校の教員も教育過程に参加するものとする。現地研修の形をとることも
可能（現地教育）。 

 新教案プログラムに基づき、現地で教員資格向上のための調整を行う（現地に出向くこと
も可能）。 
 プロジェクトの一環で、各医療専門高校の教授法専門教員の資格向上（段階的に）。 
 実習担当教員の資格向上（段階的に）。 
 医療機関の実習指導者／看護師の資格向上。 
 保健省医学教育開発センターと共同で、新カリキュラムに基づいた教員および学生のため
の教科書および教材を作成する。 
当センターの人員およびスペース拡張の必要性については、センターの詳細な計画案作成

後に検討される。当センターの今後の活動計画については、2009年８月までに承認されるも
のとする。しかし、教員の追加配置が必要となった場合、第一医療専門高校の教員がそれに
当たることとする。 
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また保健省ならびにNECとしては、現在のNECではセミナーの計画立案など運営面の能力が
不足していること、全領域の看護教員の再教育をカバーすることはできない（既に退職したC/P
がいるため）ことを考慮し、プロジェクトが組織したWGをプロジェクト終了後も活用すること
を検討中であり、一部のWGメンバーは協力を継続する意向を示している。この様にプロジェク
ト終了後もNECの活動を継続するための準備は開始されている。 
しかし現段階では改善カリキュラムを実施するための医療専門高校の資機材整備は十分とは

いえない。2003年に無償資金協力「看護教育改善計画」にて全国54校の医療専門高校に対して

看護教育機材が供与された。しかし医療専門高校の新設により、現在は全国に76校あり、新設

の22校にはCONに基づく看護教育を実施可能な機材は整備されていない。 
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表３－５ 全国の医療学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：プロジェクト資料より 

# 地域 設立年

1 タシケント市 1935
2 タシケント市 1965
3 タシケント市 1985
4 タシケント市 1918
5 タシケント市 1984
6 タシケント市 1982
7 タシケント市 1993
8 タシケント市 1980
9 タシケント州 1953
10 タシケント州 1952
11 タシケント州 1967
12 タシケント州 1967
13 タシケント州 1991
14 タシケント州 2002
15 カシュカダリア州 2000
16 カシュカダリア州 1991
17 カシュカダリア州 1966
18 フェルガナ州 2001
19 フェルガナ州 1925
20 フェルガナ州 1982
21 フェルガナ州 1964
22 フェルガナ州 新設

23 フェルガナ州 新設

24 フェルガナ州 新設

25 フェルガナ州 新設

26 フェルガナ州 新設

27 ナマンガン州 1984
28 ナマンガン州 1999
29 ナマンガン州 1984
30 ナマンガン州 1981
31 ナマンガン州 新設

32 ナマンガン州 新設

33 シルダリア州 1964
34 シルダリア州 1984
35 シルダリア州 新設

36 カラカルパクスタン共和国 1999
37 カラカルパクスタン共和国 1992
38 カラカルパクスタン共和国 1981
39 カラカルパクスタン共和国 1994
40 カラカルパクスタン共和国 新設

41 カラカルパクスタン共和国 新設

42 カラカルパクスタン共和国 新設

43 ホラズム州 1986
44 ホラズム州 1946
45 ホラズム州 1993
46 サマルカンド州 1982
47 サマルカンド州 1993
48 サマルカンド州 1920
49 サマルカンド州 1966
50 サマルカンド州 新設

51 サマルカンド州 新設

52 サマルカンド州 新設

53 サマルカンド州 新設

54 サマルカンド州 新設

55 ブハラ州 1932
56 ブハラ州 1982
57 ブハラ州 新設

58 ブハラ州 新設

59 アンデジャン州 1946
60 アンデジャン州 1980
61 アンデジャン州 1987
62 アンデジャン州 1991
63 アンデジャン州 新設

64 アンデジャン州 新設

65 アンデジャン州 新設

66 ナボイ州 1982
67 ナボイ州 1993
68 ナボイ州 新設

69 ジザク州 2001
70 ジザク州 1983
71 ジザク州 1966
72 ジザク州 1984
73 スルハンダリア州 1963
74 スルハンダリア州 1982
75 スルハンダリア州 新設

76 スルハンダリア州 1986

Hatirchi medical college/Хатырчинский медицинский колледж

Shurchi medical college/Шурчинский медицинский колледж

Sirdarya medical college/Сырдарьинский медицинский колледж

Nukus Medical College №3 / Нукуский Медицинский Колледж №3

Kungrad medical college/Кунградский медицинский колледж

Hodjeili medical college/Ходжейлийский медицинский колледж

Asaka Medical College / Асакинский Медицинский Колледж

Khujaabad Medical College / Хужаабадский Медицинский Колледж

Boz Medical College / Бозский Медицинский Колледж

Kurgantepa medical college/Кургантепинский медицинский колледж

Denau Medical College / Денауский Медицинский Колледж

医療専門学校名

Djizak Medical College / Джизакский Медицинский Колледж

Gallaorol Medical College / Галлаоральский Медицинский Колледж

Termez Medical College / Термезский Медицинский Колледж

Sherabad Medical College / Шерабадский Медицинский Колледж

Navoi Medical College / Навоийский Медицинский Колледж

Zarafshan Medical College / Зарафшанский Медицинский Колледж

Zaamin Medical College / Зааминский Медицинский Колледж

Dustlik Medical College / Дустликский Медицинский Колледж

Balikchi medical college/Баликчинский медицинский колледж

Pakhtaabad medical college/Пахтаабадский медицинский колледж

Bukhara Medical College / Бухарский Медицинский Колледж

Gijduvan Medical College / Гиждуванский Медицинский Колледж

Afshona medical college/Медицинский колледж Афшона

Andijan Medical College / Андижанский Медицинский Колледж

Karakul medical college/Каракульский медицинский колледж

Ishtkhan Medical College / Иштханский Медицинский Колледж

Samarkand Medical College / Самаркандский Медицинский Колледж

Kattakurgan Medical College / Каттакурганский Медицинский Колледж

Sukhangaron medical college/Сухангаром медицинский колледж

Posdargorm medical college/Посдаргормский медицинский колледж

Urgut medical collge/Ургутский медицинский колледж

Pakhtachin medical college/Пахтачинский медицинский колледж

Poiarik medical college/Пойиарикский медицинский колледж

Urgench Medical College / Ургенчский Медицинский Колледж

Khiva Medical College / Хивинский Медицинский Колледж

Khozarasp Medical College / Хозарапский Медицинский Колледж

Siyab Medical College / Сиябский Медицинский Колледж

Nukus Medical College / Нукуский Медицинский Колледж

Nukus Medical College №2 / Нукуский Медицинский Колледж №2

Turtkul Medical College / Турткульский Медицинский Колледж

Ellikkallin Medical College / Элликкаллинский Медицинский Колледж

Chust Medical College / Чустский Медицинский Колледж

Kasansay Medical College / Касансайский Медицинский Колледж

Gulistan Medical College / Гулистанский Медицинский Колледж

Yangyer Medical College / Янгиерский Медицинский Колледж

Khakullabad medical college/Хаккулабадский медицинский колледж

Pap medical college/Папкский медицинский колледж

Namangan Medical College / Наманганский Медицинский Колледж

Margilan Medical College № 2 / Маргиланский Медицинский Колледж №2

Besharik medical college/Бешарикский медицинский колледж

Bagdad medical college/Багдадский медицинский колледж

Rishtan medical college/Риштанский медицинский колледж

Chartak Medical College / Чартакский Медицинский Колледж

Buvaida medical college/Бувайдинский медицинский колледж

Fergana Medical College №2 / Ферганский Медицинский Колледж №2

Kokand Medical College / Кокандский Медицинский Колледж

Fergana Medical College №1 / Ферганский Медицинский Колледж №1

Margilan Medical College / Маргиланский Медицинский Колледж

Medical College named after Tursunkhodjaeva M.S. / Медицинский Колледж имени Турсунходжаева

Sergili Medical College / Сергелиский Mедицинский Kолледж

Medical College of City Health Department / Медицинский Колледж Горздрава

Bekabad Medical College / Бекабадский Медицинский Колледж

Medical College named after Rahimov S / Медицинский Колледж имени Рахимова С.

Yangiyul Medical College / Янгиюльский Медицинский Колледж

Chirchik Medical College / Чирчикский Медицинский Колледж

Medical College named after Borovskiy P. / Медицинский Колледж имени Боровского П.

 Chilanzar Medical College / Чиланзарский Медицинский Колледж

1st Republican Medical College / 1 Республиканский Медицинский Колледж

Medical College named after Akhunbabaev Y. / Медицинский Колледж имени Ахунбабаева

Muborek Medical College / Муборекский Медицинский Колледж

Shakhrizabs Medical College / Шахризабский Медицинский Колледж

Angren Medical College / Ангренский Медицинский Колледж

Almalik Medical College / Алмалыкский Медицинский Колледж

Zangiata Medical College / Зангиатинский Медицинский Колледж

Karshi Medical College / Каршинский Медицинский Колледж
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 ３－４－６ 促進要因／阻害要因 

 （１）促進要因 

１）計画内容に関すること 

ａ）セミナーの開催 

参加者が多数に上り、本来のターゲットグループを超えた活動という側面がある一

方、コンセプトがより多くの関係者によって認知されるという観点では初期のセミナ

ー開催は重要な役割を果たしていた。 

 

２） 実施プロセスに関すること 

ａ）C/PとWGメンバー、日本人専門家の関係 
大半のC/PはFRMCでの教員時代に比べて給与が下がったにもかかわらず、高いモチ

ベーションを維持してプロジェクト活動に参加していた。また日本人専門家もC/Pの能
力向上のために土日も費やして指導したり、国内関係者もカリキュラムの策定など全

面的にサポートし、本プロジェクトに懸ける意気込みが感じられた。 

ｂ）テレビ会議 

多数の関係者の関与を促進する要因としてテレビ会議の活用がある。これにより遠

隔地の連絡を容易にしたことは中間評価時に確認された。特に保健省との月例会議に

活用されている。中期専門家の派遣により、各領域のTV会議開催数は減少傾向にはあ
る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－11 TV会議の開催数の推移 
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 （２）阻害要因 

１）計画内容に関すること 

ａ）事前評価時の計画案 

事前評価時、カリキュラム変更は長期専門家３名で可能と考えられていたが、実際

はWGの膨大な活動が必要であった。 
また初期に人選の遅れによるチーフ･アドバイザー不在が、「ウ」国側実施者との良

好な関係作り、日本の技術協力の理解の浸透を遅らせた。 

さらにプロジェクトのロシア語ならびにウズベク語への翻訳の業務量は、計画時よ

りも日本側関係者の関与が大きくなったことから、増大した。 

ｂ）日本側と「ウ」国側の専門用語  

本プロジェクトでは専門用語が多く使われているが、その用語に関して日本側、「ウ」

国側の認識の違いがあったことが中間評価時に確認された。また専門用語を通訳、翻

訳できる人材が「ウ」国にいなかったことからプロジェクトが養成しなければならな

かった。 

 

２）実施プロセスに関すること 

ａ）多数の関係者の関与 

多数の関係者が関与することにより、多面的な情報を収集できるという長所がある

一方、意思決定および報告・連絡・相談の煩雑さなどの短所が見られた。 

ｂ）外部条件「学生数の増加」 

モデル校の学生数の予想を超えた増加により、当初予定していたモデル病院以外に

も実習施設を準備することとなった。 

ｃ）C/Pの給与不払い 
C/PがNECの所属となったことにより、FRMCにて支払われていた給与が、支払われ

なくなり、転職をしたC/Pも見られた。当初、「ウ」国がNECに対して職員の給与等を
含む予算措置がなされていなかったためであり、2008年からは解消されている。 

ｄ）改善カリキュラムの導入学年（１学年にのみ導入） 

新しいカリキュラムの試行方法ならびにその導入手順に関して、日本側、「ウ」国側

の認識のずれがあった。また適応カリキュラムが今後どのような位置づけになるか、

日本側に示されていなかった。このような状況がプロジェクト実施者にプロジェクト

への不安を与えていた。 
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第４章 総 括 
 

（１）｢ウ」国の保健サービスシステムは、CIS（独立国家共同体）諸国の中でも最も多く旧ソ連
時代の特徴を残しており、現在でも改革努力がなされているものの、その残滓は依然色濃く

残っている。旧ソ連時代は、入院診療と外来診療が別の機関として完全に区別されているな

ど、社会主義の下でのノルマ方式、中央集権的な色彩が強く反映された保健医療制度であっ

た。一方で保健セクターへの公的投入である施設・機材・職員等は各地域の人口に従い均等

に配分され、住民は一次医療施設への登録が義務づけられており、まさにプライマリーヘル

スケア（Primary Health Care：PHC）の精神を取り入れたものであった。 
 

（２）しかし、こうしたPHCによるサービス提供は旧ソ連時代に既に形骸化し始めていたため、独
立後の1998年に開始された保健医療改革プログラムにおいては、農村外来診療所（Rural 
Outpatient Policlinics：SVA）や准医師・助産師ポスト（Feldsher-Midwife Post：FAP）を農村診
療所（Primary Health Care Facility：SVP）に改編するなど、一次医療施設の改革が全国的に進
められた。こうした改革の成果に一定の評価を与えた上で、2007年には更なる改革の必要性

を強調した大統領令が発令されている。しかし、入院診療と外来診療が分離されたままなど、

システムの枠組みは以前と大きくは変っていないため、例えば入院診療が中心である総合病

院の専門医と外来施設の一般医の連携が不十分で非伝染性疾患の治療で効果を上げられない、

といった諸課題を抱えているのが現状である。 

 

（３）このように「ウ」国では旧ソ連時代に基礎的な保健医療システムが整備され、基本的サー

ビスの確保等ポジティブな面は見られるものの、独立後に幾つかの保健セクター改革を経つ

つ、総合的診療を阻む入院・外来診療の分離等、旧ソ連時代の遺制による弊害を乗り越える

ことがいまだ大きな課題である。こうした課題を解決して行くためには、狭い専門分野のみ

から患者を捉えるのではなく、患者を全体として捉えることのできる保健医療従事者の育成

が急務である。患者を一人の人間としてバイタルサインを読み取り、呼吸や循環を安定させ

るために薬物より先に輸液管理や食事の指導を行う、といった患者中心のケアへと転換する

ことが求められている。 

 

（４）本技術協力は、こうした患者中心のケアを促進するために、患者と最前線で接する看護師

の育成において「利用者（患者）に寄り添う看護（CON）」のコンセプトに基づいたカリキュ
ラムを卒前教育に導入し、患者を一人の人間として捉える保健医療従事者を輩出するような

教育システムを整備することを狙い開始した。本協力では、「ウ」国でのCONコンセプト普及
のため医療専門高校における看護教育課程改善に取り組み、看護の全７領域（基礎看護、母

性看護、小児看護、成人看護、老年看護、精神看護、地域看護）でのCONに基づいたカリキ
ュラム（時間割、教案プログラム）策定、指導要領・実習要綱の改定を行い、まずモデル校

（第一医療専門高校）での導入をめざした。 

 

（５）JICAは本協力に先立ち、前述の保健医療改革の中で始まった看護教育制度改革に対しアド
バイスを行うため、1999年度より看護教育の短期専門家を数次にわたり派遣した。そして本
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協力開始（2004年７月）の少し前（５月）から、看護教育のアドバイザー専門家を保健省に

派遣した（任期は２年間）。こうした短期専門家の積み重ね、アドバイザー専門家の支援によ

り、本協力を円滑に立ち上げることが可能となった。 

 

（６）本技術協力プロジェクトは、３名の長期専門家（チーフ･アドバイザー、看護教育、業務調

整）からなっており、看護教育の７つの領域をカバーするため、協力期間中に延べで100名以

上もの短期専門家が派遣され、さらに短期と長期派遣の中間的存在として「中期」専門家が

４名派遣された。これら専門家は、大分看護科学大学を中心とした国内各地の四年制看護大

学教員の方々から多大な支援を受け派遣が可能になったものであり、ご支援いただいた教員

の方々には心から感謝申し上げたい。 

 

（７）本協力は、「ウ」国の医療従事者のみならず患者やその家族にも、これまで医師の補助にす

ぎないと認識されていた「看護」が、患者中心のケアを進める上での主体であり、また、そ

うであるべきことを理解してもらう契機になった。今回調査で、救急医療センターやタシケ

ント市立第４イルガシェフ病院（TAPOICH）といった実習病院を訪問・視察する機会を持っ
た。院長はCON概念の重要性について理解しており、またモデル校の実習が各病院で行われ
ることで、現場の看護師の患者への接し方にも変化が起きていることが感じられた。患者の

全体性に配慮した看護モデルとしてのCON導入により、患者やその家族にとっても、着実に
ケアの質が向上している。今後モデル校での成果が全国展開するとともに、CONによる教育
を受けた卒業生が現場で働くようになることで、一層、看護の質、ひいては患者中心のケア

の質向上が行われるものと考える。2008年５月からの基礎看護実習、10月からの成人看護実

習において、学生が直接患者に接する「受持ち制」と呼ばれる実習が行われており、こうし

た実習が患者を含めた医療現場のCONに対する理解を加速しているといえるだろう。今後、
残りの４領域の実習が行われるが、CONが臨床現場に更に根付くことが期待される。 

 

（８）また本プロジェクトの目標は、モデル校へのCONに基づく新カリキュラムの導入であった
が、保健省では「ウ」国での導入しやすさを考慮し、新カリキュラムを「適応カリキュラム」

という形にして全国の医療専門高校への導入に向けて動き出している。このようにCONに基
づいたカリキュラムの全国展開は、「ウ」国保健省のイニシアティブにより既にスタートして

いる。また本プロジェクト成果の自立的発展、看護教育課程の改善や教員の再教育継続にお

いて、モデル校におかれたNEC（看護教育センター）の役割は非常に大きい。今後の全国展
開に向けたNEC活動計画が「ウ」国側より示されており、NECの教員再教育機関としての位
置づけが明確になりつつあり、同センター配置となる人員についても予算的裏付けが検討さ

れている。 

 

（９）このように上位目標達成への道筋は明確になり、プロジェクトとしての目標はおおむね達

成されたものの、看護教育に全く新しいカリキュラムを導入することは大変困難な課題であ

ることは言を俟たない。当初設定した目標が達成されたことにより、技術協力プロジェクト

（狭い意味での日本の支援）は終了するものの、「ウ」国側による全国展開が完了するまで、

継続的にJICAによるモニタリングが必要である（改善カリキュラム全国展開が、質および量
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ともに予定どおりに進行しているかどうか確認・評価していくため、JICAは保健の専門性を
持った人材を投入する必要がある）。国内の支援機関であった大分県立看護科学大学は、厚生

労働省関連の研究費により「ウ」国にて大学としての研究を継続する予定であり、オールジ

ャパンとしては日本の支援は途切れることはなく、また先方との関係も継続することとなる。 

 

（10）全国への本格的展開はまだ始まったばかりであるものの、新カリキュラムを７領域にわた

り「ウ」国側とともに完成させ、保健省を中心とした先方のCONへの認識が高まったのは、
まさに多くの関係者による努力の賜物である。特に、看護の全領域における教案プログラム

や教材の作成、指導教員・実習指導者の育成のためには、前述のように多岐にわたる分野の

専門家の協力が不可欠であった。各領域の日本人専門家や「ウ」国C/PからなるWGが、テレ
ビ会議施設を効果的に活用することで定期的な打ち合わせ・作業を行ってきた。このように、

多数の専門家の関与なくしては、全領域のカリキュラムをCONに基づいたものに改訂する大
事業を達成することはできなかったと言わざるを得ない。あわせて、「ウ」国保健省および教

育省等、行政関係者の主体性・継続性についても特筆したい。同一の行政関係者が協力開始

時から現在に至るまで一貫してかかわったことが、モデル校への導入や全国展開への移行が

円滑に進められた大きな要因の一つであったと考えられる。 
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第５章 技術的観点からの総括 
 

５－１ 現在までの活動について 

（１）看護教育改善プロジェクトに対する「ウ」国の対応状況 

本プロジェクトでは、看護の全領域（基礎看護、母性看護、小児看護、成人看護、老年看

護、精神看護、地域看護）の教育をCONの概念に基づくカリキュラム（改善カリキュラム）
に変更してモデル校に導入したものである。特に、老年看護、精神看護、地域看護は、「ウ」

国の看護教育では初めて取り上げられた領域であり、「ウ」国における将来の看護の課題を先

取りしたカリキュラムであるといえる。プロジェクト期間中には改善カリキュラムは、モデ

ル校（第一医療専門高校：FRMC）のみという限られた導入ではあったが、保健省では、本プ
ロジェクトで開発した改善カリキュラムを「ウ」国での導入のしやすさを考慮した「適応カ

リキュラム」として、2006年の本プロジェクトの改善カリキュラムの導入時と相前後して、

全国の医療専門高校への導入に向けての検討を既に指示している。このように、改善カリキ

ュラムによる看護教育の全国展開はプロジェクト期間内に既にスタートしており、プロジェ

クトの上位目標の達成に向けて「ウ」国側の行動は始動している。 

学生や教員に対するCONに関する理解度調査の結果では、おおむね目標を達している。ま
た、モデル校の実習病院（タシケント市立第４イルガシェフ病院：TAPOICH）を訪問した際
に病院長・看護部長・患者たちから伺った情報からも、CONの教育が、臨床現場にも浸透し
つつあることを実感することができた。 

本プロジェクトで行った「CONに基づく看護教育の改善」が、「ウ」国の看護提供体制だけ
ではなく、保健・医療環境の変革に対する起爆剤になることを期待している。 

 

（２）改善カリキュラムが「ウ」国の看護に与える影響 

本プロジェクトは、看護師・医師などの医療関係者のみならず患者・患者家族からも、医

師の補助業務と認識されていた「看護」が，CONが本来の姿であり、また、そうあらねばな
らないことを理解してもらうきっかけになった。特に、2008年５月から始まった基礎看護実

習、10月から始まった成人看護実習で、CONに基づくカリキュラムで教育を受けた学生によ
り、臨床現場で行われた「受持ち制」の実習が患者を含めた医療現場のCONに対する理解を
加速したと思われる。今後実施される残りの４領域の実習により、CONが臨床現場に更に根
付いていくことが期待される。 

 

（３）プロジェクトの関係者の努力 

CONのような概念を学生に理解させることは、技術や知識を理解させることと比べて大変
難しい。しかし、授業・学内演習・実習を通して徐々にではあるが、学生に理解されつつあ

ることは上述したとおりアンケート結果や現場の視察により実感することができ、プロジェ

クトの当初の目標は達成されつつあると思われる。これは以下に示す多くの関係者の努力の

賜物である。 

１）短期専門家およびWGの活動 
看護の全領域においてCONに基づいた教案プログラムを作成し、教材作成、指導教員お

よび実習指導者の育成のためには、多くの専門家（短期専門家）の関与を必要とした。 
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日本および「ウ」国の各領域の専門家からなるWGが、直接ミーティングをもつ以外に、
テレビ会議を効果的に活用しWG会議を開催し、改善カリキュラムに基づく教案プログラム
や指導要領の完成に向けての努力をしてきた。このように、JICAの他のプロジェクトでは
類をみない多数の短期専門家がかかわらなければ、全領域の看護教育をCONに基づいたも
のに改革するという本プロジェクトの目標を達成することはできなかった。看護の全領域

を網羅したことに本プロジェクトの意義があることを理解する必要があると思われる。 

２）長期および中期専門家の活動 

歴史・文化的な背景等が異なる国の教育カリキュラムを変革することは、想像以上に困

難である。これを乗り越えてモデル校への導入および全国展開への道程が示されたことは、

現地において関係者との連携を密に図りながらプロジェクトを進めた長期専門家および中

期専門家の労に負うところが大きい。 

３）モデル校 

本プロジェクトのモデル校であるFRMCでは、生徒数の急激な増加があったにも拘わらず、
プロジェクトと連携を図りながら、授業・演習・実習を円滑に進めるための様々な努力を

し、NEC（看護教育センター）の運営、研修会の開催等にも積極的に協力してきた。 
４）日本研修員の受入れ施設 

日本の看護の実態および保健医療の実態を理解してもらうために、長期（６週間から３

カ月）および短期研修員の受入れを多くの医療・保健施設に依頼した。それぞれの受入れ

施設は本プロジェクトの目的を理解した研修を企画し、研修員を温かく迎えた。研修員は、

多くの臨床現場でCONを実体験することにより改善カリキュラムの必要性等を具体的に理
解することができた。また、受入れ施設は、本来の研修目的以外の日本文化に接する機会

なども設けた。 

５）プロジェクトに関連した保健省および高等中等教育省中等教育センターのメンバー 

一国の看護教育のカリキュラム全体を変革するというプロジェクトは、「ウ」国の保健省

および教育省などの行政関係者の協力がなければ実現しない。「ウ」国の行政関係者が、プ

ロジェクトの開始から終了時まで変更することなく一貫してかかわったことが、モデル校

への導入、全国展開に向けての検討を円滑に進めることができた大きな要因の一つでもあ

ったと思われる。 

 

５－２ 今後の活動について 

 多くの関係者および多額の財政的な支援によって当初の目標を達成した本プロジェクトを、全

国の医療専門学校に展開し、さらに、「ウ」国にCONを定着していくためには、以下の諸点を充実
させることが不可欠であろう。 

 

（１）教員・実習指導者の養成 

本プロジェクトは、看護の全領域の教育をCONに基づく教育カリキュラムに変更したもの
であり、主に、次の３つの要素から成り立っている。 

 ① 教案プログラムの作成 

 ② 教材「（指導要領）の作成 

 ③ 教員、実習指導者の養成 
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上記①および②は、多くの関係者の協力により達成することができた。しかし、③に関し

ては一朝一夕でできるものではない上に、「ウ」国におけるCONの今後の定着を左右するもっ
とも重要な要素であり、教員、実習指導者の養成、すなわち、トレーナーズトレーニングの

体制の整備が喫緊の課題である。 

トレーナーズトレーニングに関しては、NECを存続させ、その機能を強化していくことが
もっと効果的であろう。 

NECの機能強化のためには以下の点に配慮する必要があろう。 
 ① 組織のガバナンスを明確にすること。 

 ② ある程度継続して働ける優秀な人材（講師）を確保すること。 

 ③ 必要な資器材を確保すること。 

 

（２）実践現場の改革 

CONに基づく看護教育を受けた学生を受け入れる実践現場の看護および医療環境、特に医
療従事者の意識変革を図っていくことが不可欠である。 

現場の看護職がCONを理解することはもちろんであるが、チーム医療を担う医療従事者、
特に医師の意識変革が極めて重要である。多くの医師は、「看護師は自分たちの補助者である」

と意識し、「協働する者である」という、チーム医療の本来の姿を理解していない。CONを理
解していない医師が意思決定に、直接かかわっている現場ではCONを浸透することは難しい。
医師の意識改革のための手段としては以下のようなものが考えられる。 

 ① 医学教育の中に看護職が担当する看護に関する講義を導入する。 

 ② 医師も参加した研修会を企画する。 

 ③ 医師の日本研修（看護に関する研修）を企画する。 

 ④ 実習のカンファレンスに医師も参加する。 

本プロジェクトでは、看護教育に携わる人々のみを対象にした研修会等を実施してきたが、

医療従事者へCONを理解してもらうための機会を積極的に作っていく努力が必要とされる。 
 

（３）学生の評価（統一卒業試験あるいは国家試験の導入など）方法の確立 

看護の質を担保するためには、学生の卒業時点での到達目標を明確にし、到達目標の達成

度の評価を客観的に実施するシステムを構築することが必要である。 

「ウ」国では、それぞれの医療専門高校を卒業することが看護師の資格を得ることになる。 

15歳人口の急増により、プロジェクトスタート時には54校であった医療専門高校の数が現

在76校に増加している。統一した卒業試験や国家試験を導入することにより、医療専門高校

の教育の質の均一化が図られ、看護の質の確保につながる。 

 

（４）定期的なモニタリング 

多大なリソースを投入した本プロジェクトが、終了後においてモデル校に導入した改善カ

リキュラムの全国展開が、質および量ともに予定どおりに進行しているかどうかを定期的に

確認・評価していく必要がある。この機能を果たすためには、以下のような仕組みが考えら

れる。 

 ① JICAウズベキスタン事務所に看護の専門家を配置する。 
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 ② 本プロジェクトにかかわった長期あるいは短期の専門家を定期的に「ウ」国に派遣する。 

 ③ 外部機関に委託してモニタリングを実施する。 

 

５－３ ウズベキスタンにおける看護教育について 

（１）基礎教育 

WHOの勧告によると、看護教育は、10年以上の基礎教育終了後にスタートすることが望ま
しいとされている。現在の「ウ」国の看護教育は、９年間の基礎教育終了後（日本の中卒に

相当）に、看護の教育がスタートしている。看護の質の向上のためには、この状況を改善す

ることが必要である。 

 

（２）看護教員 

「ウ」国においては、医師が、看護教員のかなりの部分を占めている。これは、教員資格

として学士の資格が必要とされるからである。医師が教育する看護と、看護職が教育する看

護とは異なることが予想される。看護職の手による看護教育が、学生に対して看護の本来の

姿をつたえることができるのではないかと思われる。「ウ」国において看護職の教員によって

看護が教育できるようにするためには、看護に関する学士過程の教育を推進していくことが

必要とされる。学士過程の看護においてもCONに基づく看護学教育が実施されなければ、「ウ」
国においてCONを浸透させることが難しい。 

 

（３）カリキュラムの定期的な見直し 

看護教育は、時代のニーズおよびその時々の医療・保健の実態に対応したものでなければ

ならない。したがって、カリキュラムの定期的な見直しのシステムを確立し、時代のニーズ

等を反映した看護教育が提供できるようにすることが望ましい。 

 

５－４ 中央アジア地域の看護教育について 

 本プロジェクトは、「ウ」国を対象に看護教育の改善を実施したものである。CONに基づく看護
教育を「ウ」国以外の中央アジア地域にも普及させることにより、中央アジア地区の看護の質の

向上を図ることができる。したがって、本プロジェクトの中央アジア地域への拡大を近い将来実

現できることを期待している。 
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第６章 提言および今後の計画 
 

６－１ 提 言 

（１）プロジェクト目標が予定どおり達成されることが見込まれること、上位目標達成への道筋

が明確であること、NEC（看護教育センター）の今後の在り方が示されたことから、プロジ
ェクトは予定どおり2009年６月に終了することが望ましい。 

 

（２）プロジェクトへの提言 

2009年６月までに、プロジェクトは残された活動を計画どおり実現し、プロジェクト目標

を達成するために、以下の点を実行する必要がある。 

・教員のCONに関する理解度アンケートの継続的な実施 
・学生のCONに関する理解度アンケートの継続的な実施 
・実習施設の指導者のCONに関する理解度アンケートの継続的な実施 
・再教育対象以外の看護教員ならびに実習指導者へのCONに関するセミナー等の実施 
またNECの機能を拡大し、全国展開に資するよう、「ウ」国関係者との連携の強化を図り、

以下の技術移転を実行することが望ましい。 

・セミナー、研修等の企画・運営 

・指導用教材等の作成 

 

（３）｢ウ」国への提言 

１）保健省はプロジェクトが計画どおり終了するために、以下の点に協力する必要がある。 

・教員ならびに学生に対する理解度テスト実施の承認 

・日本側プロジェクト関係者との連携の強化（対話の増加など） 

 

２）NECは自主的な機能強化を継続的に図ることができるよう、既存の看護教員資格向上（再
教育）センターとの業務の連携を図るとともに、プロジェクトからの以下の技術移転を促

進する必要がある。 

・セミナー、研修等の企画・運営 

・指導用教材等の作成 

 

３）保健省および高等中等専門教育省中等専門教育センターは自主的に改善カリキュラムを

全国展開していくためにはNECの現在の機能だけでは必ずしも十分とはいえないので、人
的および財政的強化を図る必要がある。 

さらに以下の点を検討する必要がある。 

・看護教員の再教育（資格向上）を担当する講師の確保 

・医療専門高校の看護教育機材の整備 

・全国展開の実施状況のモニタリング 

 

４）CONに基づいた教育を受けた学生の質を確保するために、卒業時の能力評価（統一した
卒業試験あるいは国家試験）について検討することが望まれる。 
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（４）日本側（JICA）への提言 
本案件の終了をもって「ウ」国の看護中等教育への技術協力は区切りをつけることが必要

である。ただし「ウ」国側が改善カリキュラムの全国展開を推進することを支援するために、

JICAウズベキスタン事務所は保健省と共同し、NECの運営状況を継続的にモニターし、JICA
本部は適切な時期に事後的な評価を行うことが望ましい。 

 

また、「ウ」国の看護教育の発展のためには、CONの概念に基づいた看護教育を提供できる
教員の養成が重要であることから、教員の資格向上、再教育ならびに高等教育に対する協力

の在り方を検討することが望まれる。 

 

６－２ 今後の計画 

 プロジェクト終了までに、終了時評価の提言に配慮しつつ、現行PDMおよびPO（Plan of 
Operation：活動計画表）に従い、主に以下の活動を行う予定である。 
・教案プログラム・指導要領・実習要綱の見直しを行い、保健省による再承認を受ける。また、

指導用教材の作成：過去のセミナーおよび臨床指導者講習会の資料から教員および臨床指導者

用の教材を作成する。 

・学生・教員・臨床指導者のCON理解度のためのアンケートを作成し実施する。最終的に保健省
の承認を受けてCON理解度テストを実施する。 

・人材育成に関しては、セミナー・研修会の企画・運営についてC/Pへの指導を行うとともに、再
教育対象以外の看護教員ならびに実習指導者へのCONに関するセミナーを実施する。 

・５領域（小児、母性、老年、地域、精神）の臨地実習準備、５領域臨地実習の視察、また、そ

のための短期専門家の派遣を行う。 

 

 プロジェクト終了後はFRMC（第一医療専門高校）の実習病院へJOCV（看護師）を派遣しCON
の定着をフォローするとともに、JICAウズベキスタン事務所に保健医療専門スタッフを配置し、
プロジェクトの成果発現をモニタリングできる体制を整えることを計画している。 

 

６－３ 教 訓 

（１）事前評価時時における計画 

本案件では、CONというコンセプトを移転することを目的としており、それは言語による
伝達しか手段がなく、言語的解釈の正確性が重要であるにもかかわらず、その伝達手段に関

する検討、通訳や翻訳の重要性が検討されていなかった。また国家の制度改革を３名の長期

専門家を中心に達成することは困難な計画であった。よって事前評価時に詳細な現状分析と

目標到達プロセスの共有を図り、より適切な投入、活動計画を概算する必要がある。 

 

（２）チーフ･アドバイザーの役割 

チーフ･アドバイザーはJICAの技術協力プロジェクトの現場責任者であり、先方への日本の
技術協力形態の理解促進、良好な人間関係の構築など日本側と先方を結ぶ重要な役割を担っ

ている。よってチーフ･アドバイザーの派遣後、プロジェクトが実施されることが望ましい。 
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（３）在外主管案件について 

プロジェクトの主管をJICA本部から在外事務所に移管することは、プロジェクトならびに
相手国政府との距離感が短縮される長所がある。しかし本案件のように国内関係機関との密

接な連携、多数の短期専門家派遣や本邦への研修員の受入れなど日本国内での業務、調整の

比重が大きい場合は、小規模事務所での主管は効率的ではなく、本部主管のほうが望ましい。 

 

６－４ 結 論 

本プロジェクトは中央アジア地域において「利用者に寄り添う看護：CON」のコンセプトを紹
介した、意義のあるプロジェクトである。プロジェクトはCONのコンセプト普及の手段として医
療専門高校の看護教育課程の改善をカリキュラム（時間割、教案プログラム）、指導要領、実習要

綱の改定をすることで、達成することをめざした。 

しかし活動開始当初より、上記、改定の作業量は過小に見積られ、期間を重ねるごとに投入量

が増加していった。また開始当初、チーフ･アドバイザーの不在により、プロジェクトの活動計画

の詳細を「ウ」国側と詰めること、現地のプロジェクト関係者主導で業務を実施することができ

なかったため、日本国内の支援組織に多大な協力を得る必要があった。さらに日本国内の支援が

多大であるにもかかわらず、本プロジェクトの主管が本部からJICAウズベキスタン事務所に移管
されたため、在外事務所の事務作業が増加し、プロジェクト専門家の支援が必要となった。 

その後、中間評価を経てプロジェクトの実施プロセスが「ウ」国側と共有され、中期派遣専門

家の活動により、JICA技術協力の特徴である「顔の見える協力（現地に派遣された専門家が直接
かつ継続的に指導すること）」が強化され、「ウ」国側のCONに対する理解、本プロジェクトの実
施プロセスの理解も深まった。 

今後、改善カリキュラムの全国展開は、「ウ」国の自主的な活動により段階的に実施される道程

が示され、NECの機能存続も決定しており、プロジェクトが終了してもプロジェクトが生み出し
た成果・便益は、継続して活用・展開していると考えられる。 

 



付 属 資 料 

 

１．ミニッツ・合同評価レポート（英文・露文） 

（※露文の添付資料５以降は英文と同じであるため省略した） 

 

２．評価グリッド 

 

３．質問票（雛形） 

3-1 日本人関係者 

3-2 日本人専門家 

3-3 看護教育センター 

3-4 カリキュラム委員会 

3-5 ワーキング･グループ 

3-6 保健省 

3-7 高等中等専門教育省 

3-8 第一医療専門高校 

3-9 救急医療センター 

3-10 再教育教員 

3-11 JOCV 
3-12 JICAウズベキスタン事務所 

 

４．大統領令 No.3923「ヘルスケア開発国家プログラムの実行と 
更なる改革の方向性に関して」 

 

５．参考文献 
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